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文中の参照条文では、次の略称を使用しています。 

○労働基準法                  ⇒「 労 基 法 」 

○労働契約法                  ⇒「 労 契 法 」 

○労働組合法                  ⇒「 労 組 法 」 

○労働関係調整法                 ⇒「 労 調 法 」 

○労働安全衛生法                ⇒「 安 衛 法 」 

○最低賃金法                  ⇒「 最 賃 法 」 

○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 

に関する法律                 ⇒「労働施策総合推進法」 

○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

  （男女雇用機会均等法）            ⇒「 均 等 法 」 

〇高年齢者等の雇用の安定等に関する法律     ⇒「高齢者雇用安定法」 

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

⇒「育児・介護休業法」 

 ○青少年の雇用の促進等に関する法律       ⇒「若者雇用促進法 」 

○短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 

⇒「パートタイム・有期雇用労働法」 

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

（労働者派遣法）               ⇒「 派 遣 法 」 

○労働時間等の設定の改善に関する特別措置法   ⇒「労働時間等設定改善法」 

○公益通報者保護法               ⇒「 保 護 法 」 

○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律     ⇒「 裁 判 員 法 」 



はは  じじ  めめ  にに  

  

安定した労使関係は、経済社会の発展の基礎となるものであり、労使間での

トラブルを未然に防ぐことは、労使双方にとって大変重要です。残念ながら、

労使の間でトラブルが起きると、企業側も働く側も大きなダメージを受けるこ

ととなってしまいます。 

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、労使双方が労働に関する法令や制

度の知識を十分に身につけ、良好な関係を築いておく必要があります。 

そこで、本冊子では労働に関する法令や制度についてわかりやすくテーマ別

にまとめるとともに、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を目的とした育

児・介護休業法の改正や、中小事業者にも義務化された職場におけるパワーハ

ラスメント防止措置について定めた労働施策総合推進法など、近年改正・施行

された法令の内容についても触れています。 

本冊子を皆様に広く御活用いただき、より良い職場環境づくりに役立てて

いただければ幸いです。 

 

 

  ２０２４年（令和６年）３月  

 

 

     愛 知 県 労 働 局  
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第１章 基礎知識 

 
私たち国民は､「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有し、憲法は労働

者に対して、勤労の権利と、団結する権利、団体交渉その他の団体行動をする権利

（いわゆる労働三権）を保障し、また、賃金、就業時間、休息その他の労働条件に

関する基準を法律で定めることとしています（憲法第 27 条・第 28 条）。 
 そして、この憲法の理念を具体化するため、労働基準法、労働契約法、労働組合

法、労働関係調整法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法などの法律が制定

されています。ここでは、労使の個別的、あるいは集団的労使関係の法律や労働者

保護に関する法律などを総称して「労働法」と呼んでいます。 

 

～日本国憲法第 27条・第 28条～ 

[勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止] 

第 27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

[勤労者の団結権、団体交渉権、団体行動権] 

第 28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを 

保障する。 

 

 

 
労使関係は、「個別的労使関係」と「集団的労使関係」にまとめることができます。

「個別的労使関係」とは、個々の労働者と使用者との間の、労働契約の締結、展開、

終了をめぐる関係をいい、「集団的労使関係」とは、労働組合の結成、組織、運営及

び労働組合と使用者との団体交渉を中心とした関係をいいます。 
 
 
 

労  使  関  係  と  は  

労  働  法  と  は 
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第２章 働く前・雇う前に 

 

１ 労働契約とは 

労働者が就業する場合には、賃金、労働時間その他の労働条件について使用者と

契約を結びますが、この契約のことを労働契約といいます。 

労働契約に関する基本的事項については、労働契約法に定められています。 

 

２ 労働契約の基本ルール 

①  労働契約は、労使対等の立場における合意に基づき締結・変更することが原則

です。またその際には、就業の実態に応じた「均衡」を考慮し、「仕事と生活の

調和」に配慮しなければなりません（労契法第３条第１項～第３項）。 

②  使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするととも

に、出来る限り書面により確認してください（労契法第４条）。 

③ 使用者は、労働契約に伴い、労働者の生命や身体などの安全が確保されるよう

に配慮する必要があります（労契法第５条）。 

 

３ 労働契約と就業規則との関係  

① 労働契約に詳細な労働条件が定められていない場合で、使用者が合理的な労働

条件を定めている就業規則を労働者に周知させていた場合には、その労働条件は

就業規則に定められた内容となります。一方、就業規則の内容と異なる労働条件

を合意していた場合には、合意の内容が就業規則で定める基準に達していない場

合を除き、その合意が優先します（労契法第７条、第 12 条）。 

② 就業規則の規定が法令や労働協約に反する場合は、当該規定は労働者の労働条

件にはなりません（労契法第 13 条）。 

③ 使用者が一方的に就業規則を変更することにより、労働者に不利益となる労働

条件に変更することはできません（労契法第９条）。使用者が就業規則の変更に

よって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です（労契法第 10 条）。 

ア 労働者に変更後の就業規則を周知させること 

イ 就業規則の変更が、以下の事情などに照らして合理的であること 

  (a) 労働者の受ける不利益の程度    (b) 労働条件の変更の必要性 

  (c) 変更後の就業規則の内容の相当性  (d) 労働組合等との交渉の状況 

労 働 契 約 に つ い て  
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４ 労働契約の継続及び終了 

権利の濫用と認められる出向命令、懲戒、解雇は無効となります（労契法第 14 条

～第 16 条）。 

 

５ 期間の定めのある労働契約と無期転換ルール 

① 使用者は、期間の定めのある労働契約（有期労働契約）について、やむを得な

い事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで、労働者を解雇すること

ができません（労契法第 17 条第１項）。 

② 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合、その目的に照らし

て、必要以上に契約期間を短くし、その契約を反復更新することのないよう配慮

しなければなりません（労契法第17条第２項）。 

③ 無期転換ルール＜期間の定めのない労働契約（無期労働契約）への転換＞ 

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて繰り返し更新され

た場合は、労働者の申込みにより、申込み時の有期労働契約の終了日の翌日から

無期労働契約に転換します（労契法第18条）。 

無期労働契約へ転換後の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、

別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働契約）がない限り、申込み時の有

期労働契約と同一となります。 

なお、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に契約がない期間が６か月以

上あるときは、原則として、その無契約期間より前の有期労働契約は通算しませ

ん。これをクーリングといいます。 

 

＜無期転換申込ができる場合（例）＞ 

 

 

 

 

 

 

＜無期転換申込ができない場合（例）＞ 

 

 

 

 

 
クーリング  
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ただし、無契約期間以前の通算契約期間が１年未満の場合は、次の表の左欄の

通算契約期間の区分に応じて、右欄の無契約期間がある場合に、当該無契約期間

以前の契約期間は通算されないこととなります。 

※ 無期転換のルールの特例 

１ 研究者、教員等 

一定の大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権

発生までの通算契約期間が10年超となります。 

２ 専門的知識等を有する有期雇用労働者等 

以下の労働者は、事業主が「雇用管理に関する措置についての計画」を作成し、

都道府県労働局長の認定を受けた場合、認定を受けた日以降、無期転換申込権は

発生しません。 

ア 高度専門職 

１年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075万円以上で、高度な専門的知

識等を有し、５年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に

従事する有期雇用労働者（無期転換申込権が発生しない期間の上限は10年です）。 

イ 継続雇用の高齢者 

定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者 

  制度の詳細は、厚生労働省のホームページ「高度専門職・継続雇用の 

高齢者に関する無期転換ルールの特例について」をご覧ください。 
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④ 有期労働契約の更新等（「雇止め法理」の法定化）  
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なお、雇止めをする際には、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する

基準」に基づき、使用者は次の措置を講じなければなりません。 

ア 雇止めの予告 

  当該契約期間の満了する日の30日前までに雇止めの予告をすること 

※ 雇止めの予告が必要な有期労働契約とは、１年を超えて継続雇用して 

いる場合又は３回以上契約が更新された場合です。契約を更新しないこと 

があらかじめ明示されている場合は対象になりません。 

イ 雇止めの理由の明示 

使用者は、雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求

した場合は、遅滞なく交付すること 

※ 雇止め後に労働者から請求された場合も同様です。 

６ 労働契約の期間 

契約期間に定めのある労働契約（有期労働契約）の期間は、一定の事業の完了に必

要な期間を定めるもののほかは、原則として上限は３年です。なお、専門的な知識等

を有する労働者や、満60歳以上の労働者との労働契約の期間は上限が５年とされてい

ます（労基法第14条）。 

７ 労働条件の明示 

使用者は、労働者と労働契約を結ぶ際には、賃金、労働時間などの労働条件を労

働者に明示しなければなりません（労基法第15条第１項）。 

これは、労働者が予期に反して低い労働条件で労働を強いられることのないよう

にするためや、就職後のトラブルを防ぐためのものです。 

明示しなければならない事項は次のとおりです（労基法施行規則第５条）。 

①①  労労働働契契約約のの期期間間にに関関すするる事事項項  

②②  期期間間のの定定めめののああるる労労働働契契約約をを更更新新すするる場場合合のの基基準準にに関関すするる事事項項  

③③  就就業業のの場場所所及及びび従従事事すすべべきき業業務務にに関関すするる事事項項  

④④  始始業業及及びび終終業業のの時時刻刻、、所所定定労労働働時時間間をを超超ええるる労労働働のの有有無無、、休休憩憩時時間間、、休休日日、、休休

暇暇並並びびにに交交替替制制勤勤務務ををささせせるる場場合合ににおおけけるる就就業業時時転転換換にに関関すするる事事項項  

⑤⑤  賃賃金金（（退退職職手手当当及及びび臨臨時時にに支支払払わわれれるる賃賃金金等等をを除除くく。。））のの決決定定、、計計算算及及びび支支払払

方方法法、、締締切切りり及及びび支支払払時時期期並並びびにに昇昇給給にに関関すするる事事項項  

⑥⑥  退退職職にに関関すするる事事項項（（解解雇雇のの事事由由をを含含むむ。。））  

上記以外にも、退職手当や賞与に関する規定、安全衛生に関する規定、表彰や制

裁、休職に関する規定などがある場合には、明示しなければなりません。 

また、2024（令和６）年４月１日から、上記の事項に加え、労働契約締結時及び

更新時に、「「就就業業場場所所」」とと「「業業務務」」のの変変更更のの範範囲囲の明示が必要になります（改正労

基則第５条第１項第１号の３）。 

※変更の範囲とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所

や従事する業務の変更の範囲のことを指します。 
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明示の方法としては、①～⑥の事項（昇給に関する事項を除く。）は、これまで

書面の交付に限られていましたが、2019（平成31）年４月１日から、労働者が希望

した場合は、以下の方法で明示することができるようになりました。 

ア FAX 

イ Eメール、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス 

ウ LINE、メッセンジャー等のSNSメッセージ機能  等 

※ 出力して書面を作成できるものに限られます。なお、労働者の個人的な事

情によらず、一般的に出力可能な状態であれば、出力して書面を作成できる

と認められます。 

 

①～⑥の事項（昇給に関する事項を除く。）以外は、口頭によることもできます

が、後日のトラブルを未然に防止するためには、書面を交付する方法で行うことが

望ましいです。 

パートタイム・有期雇用労働者においては、上記の①～⑥に加えて、⑦⑦  昇昇給給のの

有有無無、、⑧⑧  退退職職手手当当のの有有無無、、⑨⑨  賞賞与与のの有有無無、、⑩⑩  パパーートトタタイイムム・・有有期期雇雇用用労労働働者者

のの雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関すするる事事項項にに係係るる相相談談窓窓口口についても、書面にて明示しなけ

ればなりません(パートタイム・有期雇用労働法第６条第１項、施行規則第２条)。 

また、2024（令和６）年４月１日より、上記の事項に加えて以下の事項について

の明示が必要になります。 

・有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごとに、 

  ▶更新上限（有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限）の有無とそ

 の内容の明示（改正労基則第５条第１項第１号の２） 

※更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ（新設・短縮をす

る前のタイミングで）説明することが必要になります（改正雇止めに関する基

準第１条）。 

  ・「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、 

   ▶無期転換を申し込むことができる旨（無期転換申込機会）の明示 

   ▶無期転換後の労働条件明示（改正労基則第5条第５項・第６項） 

 

厚生労働省では、『使用者は、最小限必要と考えられる事項及び内容を記載した

「労働条件通知書」を作成するように努めること』としています。 

詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ 

roudoukijun/roudoukijunkankei.html 

使用者が「労働条件通知書」を作成し、労働者に交付すれば、労働条件を明示し

たことになり、労基法を遵守したことになります。 

なお、明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働

契約を解除することができます。また、就業のため住居を変更した労働者が契約解
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除の日から 14 日以内に帰郷する場合には、使用者は、必要な旅費を負担しなけれ

ばなりません（労基法第 15 条第２項、第３項）。 

 

８ 禁止事項 

使用者は労働契約を結ぶに当たり、次の事項を条件としてはいけません。 

①①  賠賠償償予予定定のの禁禁止止  

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定す

る契約をしてはいけません（労基法第16条）。 

②② 前前借借金金相相殺殺のの禁禁止止 

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺す

ることはできません（労基法第17条）。 

③③  強強制制貯貯金金のの禁禁止止 

使用者は、強制的に貯金をさせるような契約をすることはできません（労基法

第18条第１項）。 

④④ 黄黄犬犬契契約約のの禁禁止止  

使用者は、労働組合に加入しないことや労働組合を脱退することを雇用の条件 

としてはいけません（労組法第７条第１項）。 

 

  ＜＜ココララムム１１＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    

  労労働働者者協協同同組組合合法法がが施施行行さされれままししたた！！  

 労働者協同組合法は 2020（令和２）年 12月 11日に公布され、2022 

（令和４）年 10月１日から施行されました。 

 労働者協同組合とは、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行 

われ、組合員自らが事業に従事する非営利の法人形態の組織です。 

 訪問介護などの介護・福祉関連、子育て関連、地域づくり関連などの事業で 

活用されることが期待されています。 

 

 事業に従事する組合員（一部の役員である組合員を除く）は、組合と労働 

契約を締結し、労働者として労働関係法令が適用されます。 

 

事業に従事する組合員（一部の役員である組合員を除く）は、組合と労働 

契約を締結し、労働者として労働関係法令が適用されます。 

 

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html 
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   ＜＜ココララムム２２＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    

  フフリリーーラランンススのの方方がが安安心心ししてて働働くくたためめにに  

【フリーランスに対して労働関係法令は適用されますか？】 

 フリーランス（※）と発注元の企業とは、対等な契約主体であり、仕事の関係

性については、一般的に商取引に規律され、本来経済法（下請法、独占禁止法

等）の対象となります。そのため、一般的には労基法上の労働者にあたらず、 

労基法等の労働関係法令の保護の対象とはなりません。 

 しかし、裁判の判決の結果、働き方の実態から労働者性が認められ、労働者に

あたるとして、労働関係法令の保護を受けたケースもあります。 

 また、業務の実態などから判断して「労働者」と認められる場合は、労働関係

法令が適用されるので、発注する事業者等は留意が必要です。 

 

公正取引委員会、厚生労働省等は、2021（令和３）年３月、「フリーランス

として安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しました。 

このガイドラインでは、独占禁止法・下請法・労働関係法令との適用関係や、 

フリーランスと取引を行う事業者や仲介事業者が独占禁止法・下請法に関して

遵守すべき事項、現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準が示されています。 

 

【フリーランスの取引に関する新しい法律ができました！】 

近年、働き方の多様化が進展し、フリーランスという働き方が普及する中、

実態調査などにおいて、フリーランスが取引先との関係で様々なトラブルを経

験していることが明らかになりました。 

これを受けて、2023（令和５）年５月１２日、フリーランスの方が安心   

して働ける環境を整備することを目的に、「フリーランス・事業者間取引適正化

等法」が公布されました（2024（令和６）年秋頃までに施行予定）。 

この法律により、個人で働くフリーランスの方に業務委託を行う発注事業者

に対して、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則 60

日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられる

ことになります。 

 ガイドライン及び法律の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html  

 

 ※ フリーランスとは、実店舗がなく、雇用する労働者もいない自営業主や一人 

社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指す。 
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第３章 働く・雇う上でのルール 
 

 

 

１ 就業規則とは 

就業規則とは、労働者が従業員としての身分を取得してから喪失するまでの間に

おける労働条件や服務規律等の事項を書面により明確に定めるもので、労働者に対

して包括的、一律的に適用されるものです。 

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を必ず作成し、所轄の労働

基準監督署長に届け出なければなりません（労基法第89条）。 

 なお、就業規則は、法令又は当該事業場に適用される労働協約に反してはならな

いものとしています（労基法第92条第１項）。 

 ※ 労働契約と就業規則との関係については、２頁参照。 

 

２ 就業規則の内容 

就業規則の内容には、絶対的に記載しなければならない事項（絶対的必要記載

事項）と、定めがあれば記載しなければならない事項（相対的必要記載事項）が

あります（労基法第89条）。 

（（１１））絶絶対対的的必必要要記記載載事事項項  

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換

に関する事項 

② 賃金（臨時の賃金等を除く。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切

り及び支払の時期、昇給に関する事項 

③ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

（（２２））相相対対的的必必要要記記載載事事項項  

退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰、制裁などの事項です。 

なお、退職手当の定めをする場合にあっては、適用される労働者の範囲、

退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期について規定することが

必要です。また、表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類と程

度について規定することが必要です。 

 

 

 

就業規則の作成・届出と周知について  
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３ 就業規則の作成（変更）手続き 

就業規則を作成又は変更するには、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労

働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場

合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。また、所轄

の労働基準監督署長への届出には、その意見書を添付しなければなりません（労基

法第90条第１項、第２項）。 

 なお、労働者の過半数を代表する者とは、①管理又は監督の地位にない者、②「法

に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして」実施される投票、挙手

等の方法による手続により選出された者、と定められています（労基法施行規則第

６条の２）。 

 

４ 就業規則等の周知義務 

 使用者は、就業規則を常に各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けるこ

と、書面にして労働者に交付すること、磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場

に端末機器を設置することなどの方法によって、労働者に周知しなければなりません

（労基法第106条第１項、施行規則第52条の２）。 

 また、労基法に基づく労使協定及び労使委員会の決議についても同様です。 

 

５ パートタイム・有期雇用労働者についての就業規則 

 通常、パートタイム・有期雇用労働者は雇用期間、労働時間、賃金等の点で一般

労働者と取扱いが異なっています。このような場合にパートタイム・有期雇用労働

者に一般労働者の就業規則が全面的に適用されれば、様々な問題が起きてきます。 

 そこで、一般労働者と取扱いが異なる部分については、就業規則中にパートタイ

ム・有期雇用労働者に関する特別規定を制定するか、あるいは一般労働者とは別に

パートタイム・有期雇用労働者の就業規則を作成する必要があります。 

 なお、パートタイム・有期雇用労働者の就業規則を作成し、又は変更しようとす

るときは、事業主は、対象となる労働者の過半数を代表すると認められる者の意見

を聴くように努めなければなりません（パートタイム・有期雇用労働法第７条）。 
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１ 賃金とは 

労基法では、賃金、給料、手当、賞与、その他名称を問わず、労働の対償として

使用者が労働者に支払うすべてのものを「賃金」といいます（労基法第11条）。 

 

２ 賃金支払の５原則 

賃金の支払方法について、５つの原則を定め、労働の対償が確実に労働者本人の

手に渡るように保障しています（労基法第24条第１項、第２項）。 

①①  通通貨貨払払のの原原則則 

  賃金は、通貨で支払わなければなりません。 

  例外：労働者の同意のもとでの金融機関に対する預金または貯金への振込み。また、 

法令や労働協約に別段の定めがある場合（通勤定期券、住宅供与などの利益）。 

②②  直直接接払払のの原原則則  

 賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。 

③③  全全額額払払いいのの原原則則  

 賃金は、全額を支払わなければなりません。 

ただし、税金、社会保険料等法令で定められたものや、労使間の書面による協

定がある場合は、賃金の一部（親睦会費など）を控除して支払うことができま

す。 

④④  毎毎月月払払のの原原則則  

 賃金は、毎月１回以上、支払わなければなりません。 

⑤⑤  一一定定期期日日払払のの原原則則  

賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。 

ただし、例外があります。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

  https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/chingin/q7.html  

 

３ 賃金請求権の消滅時効期間の延長 

 2020（令和２）年４月１日以降に支払期日が到来する労働者の賃金請求権につい

ての消滅時効期間を賃金支払期日から５年に延長しつつ、当分の間はその期間が３

年となっています。(労働基準法第115条) 

 

 

賃 金 に つ い て  
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４ 休業手当の支払 

 使用者の責任による休業の場合は、その期間中、労働者に平均賃金の60％以上の

手当を支払わなければなりません（労基法第26条）。 

不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当を支払う義務はありませんが、

不可抗力による休業と言えるためには、次の要素をいずれも満たす必要があります。 

① 休業の原因が外部から発生したものであること 

② 経営者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていること 

 

５ 減給の定めの制限 

 労働者が、無断欠勤や遅刻を繰り返したりして職場の秩序を乱したりしたことを

理由として、賃金の一部を減額する（減給）場合には、一回の減給金額は平均賃金

の１日分の半額を超えることはできません。複数回の違反をしたとしても、減給の

総額が一賃金支払期における金額（月給なら月給の金額）の10分の１以下でなくて

はなりません（労基法第91条）。また、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規

則に定めておかなければなりません。 

 

６ 最低賃金制度 

（（１１））最最低低賃賃金金制制度度ととはは  

 最低賃金制度とは、事業や就業の種類又は地域に応じて、国が賃金の最低額

を定め、それより低い賃金で労働者を雇用することはできないという制度です。 

もし、労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めても、その部分は無効と

なり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます（最賃法第４条第１項、

第２項）。 

（（２２））最最低低賃賃金金のの適適用用労労働働者者  

最低賃金は、パートタイム労働者や臨時労働者などを含めたすべての労働者

に適用されます。また、派遣労働者には、派遣先の地域別最低賃金・特定最低

賃金が適用されます。 

（（３３））最最低低賃賃金金のの対対象象  

最低賃金には、時間外労働に対する賃金や精皆勤手当、通勤手当、家族手

当及び賞与などは算入されません（最賃法第４条第３項）。 

（（４４））最最低低賃賃金金のの種種類類  

最低賃金の額は、時間額によって定められ、地域別最低賃金と特定最低賃金

の２種類があります。このうち、地域別最低賃金は、各地域における労働者の

生計費及び賃金などを考慮して、各都道府県ごとに決定され、産業の別なく各

都道府県内のすべての労働者に適用される最低賃金をいいます。 
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また、特定最低賃金とは、一定の事業若しくは職業で働く労働者に適用され

る最低賃金のことで、当該労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者から

の申出により、決定される最低賃金をいいます。地域別最低賃金と特定最低賃

金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要が

あります。 

 愛知県の地域別最低賃金は、1,027円／時間であり(2023（令和５）年10月１

日から適用)、製鉄業など一定の事業等に適用される特定最低賃金は、1,028円

～1,059円／時間となっています（2023（令和５）年12月16日から適用）。 
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賞与や退職金は、賃金と異なり支給しなければならないという法的な義務づけは

ありません。しかし、就業規則や退職金規定で賞与や退職金を支給する旨の規定が

あるか、採用の際の約束がある場合などは賞与や退職金を受け取ることができます。 

 

１ 賞与（一時金） 

賞与が支給されるかどうかについては、支給するか否か、金額や金額の算定方法

が使用者の裁量に委ねられている場合と、労働契約や就業規則で支払時期や金額・

算定方法が規定されている場合があります。後者の場合は賃金として扱われるので、

11頁の「賃金支払の５原則」のうち①から③が適用されます。 

また、支給対象期間の全部又は一部に勤務しても、支給日に在職していなければ

支給しないという「支給日在籍要件」で定めた就業規則や労働契約の例があります

ので確認しておきましょう。 
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賞 与 ・ 退 職 金 につい て  
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１ 労働時間の原則 

労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下に入って労務を提供する時間のこと

で、労働基準法では、①休憩時間を除き、１週について 40 時間まで（ただし、事業

所規模 10 人未満の一部業種は１週 44 時間まで）、②休憩時間を除き、１日につい

て８時間まで、と定められています（労基法第 32 条第１項、第２項）。 

 

  週週当当たたりりのの法法定定労労働働時時間間  

 

 

 

 

 

２ 休憩時間の原則 

休憩時間とは、労働時間の途中で、労働者が権利として労働から離れることを保

障されている時間をいいます。使用者は、労働時間が６時間を超えるときは、最低

45分、８時間を超えるときは、最低１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけ

ればなりません。 

また、休憩時間は一斉に与え、自由に利用させなければなりません。ただし、労

使協定の締結（特定の業種については不要）により、交替で与えることもできます

（労基法第34条）。 

 

３ 休日の原則 

休日とは、労働契約において労働義務のない日をいいます。 

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも１回の休日を与えなければなりませ

ん（労基法第35条第１項）。ただし、４週間を通じて４日以上の休日を与える場合

は、毎週１回でなくてもよいことになっています（労基法第35条第２項）。 

休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他

の労働日を休日とすることをいい、次の要件を備えていることが必要です。 

① 就業規則等において休日を振り替えることができる旨の規定を設けること 

② あらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えること 

③ ４週４日の休日が確保されるものであること 

区    分 週法定労働時間 

下記以外の事業場 １週40時間 

常時10人未満の労働者を使用する商

業、映画・演劇業（映画の製作を除

く）、保健衛生業、接客娯楽業 
１週44時間 

労働時間・休憩・休日の原則について  
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なお、休日に労働した後にその代償としてその後の特定の日の労働日に労働義

務を免除する代休の場合は休日の振替にはあたりません。 

つまり、現に行われた休日労働が代休を与えることによって休日労働でなくな

ることにはなりません。したがって、法定休日に労働した日については、休日労

働に関する割増賃金が必要となります。 

 

振振替替休休日日とと代代休休のの相相違違点点  

項  目 振替休日 代  休 

どんな場合に行

われるのか 

３６協定（21頁参照）が締結されて

いない場合などに休日労働をさせ

る必要が生じたとき 

休日労働や長時間労働をさせた場

合に、その代償として他の労働日

を休日とするとき 

行われる場合の

要件 

①就業規則に振替休日を規定 

②４週４日の休日を確保したうえ

で、振替休日を特定 

③遅くとも前日までに本人に予告 

特になし 

振替後の休日 

又は代休の指定 
あらかじめ使用者が指定 

使用者が指定若しくは労働者の申

請によって与える場合がある。 

賃   金 

同一週内で振り替えた場合、通常

の賃金の支払でよい。週をまたが

って振り替えた結果、週法定労働

時間を超えた場合は、時間外労働

に対する割増賃金の支払が必要。 

休日出勤日に割増賃金の支払が必

要。代休日に賃金を支払うかどう

かは就業規則などの規定による。 

※ 法定休日以外の休日（土・日休みの場合の土曜日、日・祝休みの場合の祝日等）

については、休日労働に該当しないが、当日の労働時間が８時間以内でも週法定労

働時間を超えた場合は「時間外労働」になることに注意。 

 

４ 特定労働者の適用除外 

事業の種類、労働者の地位、労務の態様によって、労働基準法上の労働時間、

休憩時間、休日の規定が適用されない場合があり、その労働者は次のとおりです

（労基法第41条）。 

① 農業、畜産、水産等の事業に従事する者 

② 監督、管理の地位にある者（25頁「10労基法上の管理監督者」参照） 

③ 機密の事務を取り扱う者 

④ 監視又は断続的労働に従事する者で、労働基準監督署長の許可を受けた者 
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１ 変形労働時間制 

変形労働時間制とは、業務の繁閑や特殊性に応じて、休日の増加を図りつつ、労

使で所定労働時間の配分等を工夫できる制度です。この制度には、１か月単位の変

形労働時間制、１年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、１週間単位の非

定型的変形労働時間制があります。 

 

（（１１））１１かか月月単単位位のの変変形形労労働働時時間間制制  

使用者は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、１か月以

内の一定の期間を平均し、１週間の労働時間が週法定労働時間40時間（特例措

置対象事業場は44時間）を超えない定めをした場合には、その定めにより、特

定の日において８時間（１日の法定労働時間）を超えて、特定の週において週

法定労働時間（15頁参照）を超えて労働させることができます。 

 この場合、あらかじめ、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによ

り、各週、各日の労働時間を特定することが必要です（労基法第32条の２）。 

なお、労使協定による場合は、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 

（（２２））１１年年単単位位のの変変形形労労働働時時間間制制  

使用者は、労使協定（労働基準監督署長への届出が必要）により、１か月

を超え１年以内の一定期間を平均し、１週間当たりの労働時間が40時間を超

えない定めをした場合、特定の週又は日に、法定労働時間を超えて労働させ

ることができます（労基法第32条の４）。 

ただし、対象労働者が対象期間の途中で雇用されたり、退職することが明

らかな場合においては、対象期間中に労働者が実際に働いた期間を平均し

て、１週当たり40時間を超えた場合は、その超えた時間については割増賃金

を支払わなければなりません（労基法第32条の４の２）。 

労使協定においては、①対象労働者の範囲、②対象期間、③労働日及び労

働日ごとの労働時間などを定める必要があります。 

（（３３））フフレレッッククススタタイイムム制制  

フレックスタイム制とは、３か月以内の一定の期間の総労働時間を定めてお 

き、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことがで 

きる制度です。 

 この制度を採用するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、

始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定するとともに、労使

変形労働時間制・みなし労働時間制について  
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協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時

間、標準となる１日の労働時間などを協定で定めることが必要です（労基法

第32条の３）。 

2019（平成31）年４月１日施行の改正労働基準法により、フレックスタイム制

の清算期間の上限が従来の「１か月」から「３か月」に延長されました。 

なお、清算期間が１か月を超える制度を採用する場合、制度の内容を定め

た労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出ることが必要です（労基法第

32条の３第４項、32条の２第２項）。 

（（４４））１１週週間間単単位位のの非非定定型型的的変変形形労労働働時時間間制制  

 １週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が

生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるも

のにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる一定の事

業（常時使用する労働者の数が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店）

について認められるものです。 

この制度を採用するには、労使協定で１週間の労働時間が40時間以下とな

るように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には割増賃金を支払

う旨を定めることが必要です。 

このような労使協定をした場合には、特定の日に10時間まで労働させるこ

とができますが、使用者は、１週間の各日の労働時間については、その週が

始まる前に書面により労働者に通知しなければならず、また、各日の労働時間

を定める際には、労働者の意思を尊重するように努めなければなりません。 

なお、この労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出なくてはなりません

（労基法第32条の５、施行規則第12条の５）。 

 
２ みなし労働時間制 

みなし労働時間制には、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制があります。 

（（１１））事事業業場場外外みみななしし労労働働時時間間制制  

事業場外みなし労働時間制とは、労働者が、営業など会社外で業務を行う

ことによって、労働時間を算定することが困難な場合に、通常の所定労働時

間を勤務したものとみなす制度です。ただし、その業務を遂行するために通

常の所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、「その業務の

遂行に通常必要とされる時間」を労働したものとみなします。  

また、労使協定において定めた時間がある場合には、その定めた時間を「そ

の業務の遂行に通常必要とされる時間」とみなします（労基法第38条の２）。 
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（（２２））裁裁量量労労働働制制  

裁量労働制とは、研究開発や企画、立案業務などについて、その性質上、業

務の遂行の方法や時間配分などに関し、使用者が具体的な指示をしないことを

労使協定等で定めた場合に、その協定等で定めた時間を労働したものとみなす

制度です。 

裁量労働制は、次の２つに分けられます。 
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弁護士の業務 ⑮建築士の業務 ⑯不動産鑑定士の業務 ⑰弁理士の業務 ⑱税理

士の業務 ⑲中小企業診断士の業務 
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あります。 

 

2024（令和６）年４月１日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入

するためには、裁量労働制を導入するすべての事業場で必ず、新たな手続きが

必要となります。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ 

roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html 
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１ 高度プロフェッショナル制度とは 

高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門的知識等を必要とし、職務の範囲

が明確で一定の年収要件を満たす等の労働者を対象として、労使委員会の決議及び

労働者本人の同意を前提として、使用者が健康・福祉確保措置等を講ずることによ

り、労基法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を

適用しない制度です。2019（平成 31）年４月１日施行の改正労基法により創設され

ました（労基法第 41 条の２）。 

２ 対象労働者 

① 使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること 

② 使用者から確実に支払われると見込まれる１年間当たりの賃金の額が少なく

とも 1,075 万円以上であること 

③ 対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則であり、対象業

務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者とはならないこと 

３ 対象業務 

対象業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものでは

ないことが必要です。具体的には以下のとおりです。 

① 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 
② 資産運用（指図を含む。以下同じ。）の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務の

うち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証

券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の

売買その他の取引の業務 
③ 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基

づく投資に関する助言の業務 
④ 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該

事項に関する考案又は助言の業務 
⑤ 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務 

 

４ 労使委員会の決議 

制度を導入するためには、労使委員会の委員の５分の４以上の多数により制度の

内容を決議し、決議内容を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。 

５ 健康・福祉確保措置等 

使用者は、健康管理時間（事業場内にいた時間＋事業場外で労働した時間）を把

握するとともに、休日確保措置など健康・福祉確保措置を実施しなければなりませ

ん（労基法第 41 条の２第１項第３号～６号）。 

高度プロフェッショナル制度（特定高度専門業務・成果型労働制）について   
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１ 時間外・休日労働とは 

時間外労働とは、労基法上、実働１日８時間を超えて、又は週法定労働時間（40

時間又は44時間）（15頁参照）を超えて行う労働のことをいい、休日労働とは、週

一回の休日に労働をさせることをいいます。 

 

２ 労使間協定（３６協定）の締結 

使用者は、時間外労働又は休日労働をさせようとするときは、その事業場に、労

働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、このような労働組合

がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結び、これを所轄

の労働基準監督署長に届け出なければなりません（労基法第36条）。 

この協定を「３６
さぶろく

協定」といいます。この場合、会社が、支店や工場、営業所な

どいくつもの事業所に分かれているときは、事業所ごとに協定を結ばなければなり

ません。なお、年少者については、時間外労働に一定の制限があります（30頁参照）。 

 

３ 労働者の過半数代表者の要件 

労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。 

① 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を

取り扱う者でないこと 

② 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙

手等の方法による手続きにより選出された者であり、使用者の意向によって選出

された者ではないこと 

 

４ 深夜労働とは 

 深夜労働とは、午後10時から午前５時までの労働をいいます。深夜労働をさせる

場合には、労使間協定（３６協定）は必要ありません。 

 なお、満18歳に満たない年少者は、原則として、深夜業は禁止されていますが、

若干の例外規定もあります（労基法第61条第１項）（30頁参照）。 

 

 

 

 

時 間 外 ・ 休 日 ・ 深 夜 労 働 について  
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５ 時間外労働の上限規制 

2019（平成31）年４月１日施行の改正労基法により、時間外労働の上限が法律

で規制されました。 

これまで３６協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示で上限

の基準が定められていましたが、罰則による強制力がなく、臨時的な特別の事情

がある場合に認められる「特別条項」を設けることで上限なく時間外労働をさせ

ることが可能でした。 

改正労基法により、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間と

し、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。また、

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を守ることが必要です

（労基法第36条第３項～第６項）。 

・時間外労働が年720時間以内 

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 

・時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」「４か

月平均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１月当たり80時間以内 

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度 

上記に違反した場合には罰則が科せられるおそれがあります。 
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なお、以下の事業・業務については、上限規制適用が猶予・除外されます。 

 
事業・業務 

2024（令和６）年３月31日

までの取扱い 
2024（令和６）年４月１日以降の取扱い 

猶 
 
 

予 

建設事業 ・上限規制は適用され 

ません。 

・災害の復旧・復興の事業を除き、上限

規制がすべて適用されます。 

・災害の復旧・復興の事業に関しては、

時間外労働と休日労働の合計について、

「月100時間未満、２～６か月平均80時

間以内」とする規制は適用されません。 

自動車運転

の業務 

・特別条項付き３６協定を締結する場合

の年間の時間外労働の上限が年960時間

となります。 

・時間外労働と休日労働の合計について、

「月100時間未満、２～６か月平均80時

間以内」とする規制は適用されません。 

・時間外労働が月45時間を超えることが

できるのは年６か月までとする規制は

適用されません。 

医師 ・具体的な上限時間は今後、省令で

定めることとされています。 

鹿児島県及

び沖縄県に

おける砂糖

製造業 

・時間外労働と休日労

働の合計について、

「月100時間未満、

２～６か月平均80時

間以内」とする規制

は適用されません。 

・上限規制がすべて適用されます。 

除 

外 

新技術・新

商品等の研

究開発業務 

・医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、

上限規制の適用を除外。 

 

６ ３６協定における「特別条項」 

限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予

見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労

働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。 

「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時

間労働を招くおそれがあるものは認められません。 

時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意

し、限度時間を超える場合でも、①１か月の時間外労働及び休日労働の時間、②

１年の時間外労働時間を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなり
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ません（36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関す

る指針第５条）。 

 

７ 割増賃金の支払義務 

 労働者が、時間外労働、休日労働、深夜労働（原則、午後10時～午前５時）をし

た場合は、使用者は通常の賃金の２割５分以上（法定休日労働については３割５分

以上）の割増賃金を支払わなければなりません（労基法第37条第１項、労基法第37

条第１項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令）。 

また、時間外労働が深夜に及んだ場合は５割以上の割増賃金を支払わなければな

りません（法定休日労働については６割以上）（労基法施行規則第20条）。 

なお、１か月60時間を超える時間外労働については、その超えた部分について

５割以上の割増賃金を支払わなければなりません。また、同時に、労使協定を締

結した場合には、２割５分以上から５割以上に引き上げられた部分の割増賃金の

支払いに代えて、有給の休暇（代替休暇）を付与することができます（労基法第

37条第１項、第３項）。 

中小企業については、１か月60時間を超える時間外労働への割増賃金率（５

割以上）の適用が猶予されていましたが、2023（令和５）年４月１日からは中

小企業にも割増賃金率（５割以上）が適用されています。 

 

８ 労働時間の適正な把握 

労基法では、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使

用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を負ってい

ます。これまでも、割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握するこ

とを厚生労働省の通達で規定していましたが、裁量労働制が適用される人などは、

この通達の対象外でした。 

2019（平成 31）年４月１日施行の改正安衛法により、健康管理の観点から、高度

プロフェッショナル制度対象労働者を除き、裁量労働制が適用される人や管理監督

者も含めた全ての労働者の労働時間の状況について、客観的な方法その他適切な方

法で事業者が把握することが義務づけられました（安衛法第 66 条の８の３）。 

 

９ 勤務間インターバル制度の普及促進 

勤務間インターバルとは、１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間

以上の休息時間（インターバル）を確保する仕組みです。労働者の生活時間や睡眠

時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019（平成 31）年４月 1

日施行の労働時間等設定改善法により、制度の導入が努力義務化されました。 
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2019（平成 31）年４月１日施行の改正安衛法により、健康管理の観点から、高度

プロフェッショナル制度対象労働者を除き、裁量労働制が適用される人や管理監督

者も含めた全ての労働者の労働時間の状況について、客観的な方法その他適切な方
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10 労基法上の管理監督者 

 労基法第41条において、「管理監督者」については、同法の労働時間・休憩・休

日の規定の適用を除外しているため、この管理監督者が残業しても割増賃金を支払

う必要はありませんが、各企業における「管理職」が直ちに労基法上の「管理監督
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② 労働時間規制の枠を超えて働くことが当然に要請される重要な職務と責任が

あって、勤務の態様も労働時間規制に馴染まない立場にあること 

③ 基本給・役付手当等の月例賃金、賞与等の支給率・算定基礎等において一般社

員に比して優遇され、管理職としてふさわしい待遇を受けていること 

＜＜ココララムム３３＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～   

  

下下請請等等中中小小事事業業者者にに対対すするる「「ししわわ寄寄せせ」」のの防防止止！！  

 

「働き方改革関連法」により、労働基準法に時間外労働の上限規制や年５日の

年次有給休暇の確実な取得などが盛り込まれました。 

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対

する適正なコスト負担を伴わない短期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を

生じさせている場合があります。 

このため、労働時間等設定改善法に基づき、事業主は他の事業主との取引にお

いて、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう

配慮する努力義務が課されています。 

特に中小企業等が時間外労働の削減などに取り組むに当たっては、個々の事業

主の努力だけでは限界があることから、長時間労働につながる取引が生じないよ

う配慮することが重要です。 

 

労働局及び労働基準監督署等の窓口において、下請等中小事業者から、大企業

等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合には、相談情

報を地方経済産業局に情報提供しています。 

詳細は、「しわ寄せ」防止特設サイトをご覧ください。 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/ 
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  ＜＜ココララムム４４＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～  
  

  副副業業・・兼兼業業先先のの労労働働時時間間をを把把握握ししてていいまますすかか？？  

 

副業・兼業を希望する労働者が年々増加傾向にある中、希望した労働者が安

心して副業・兼業に取り組むことができる環境を整備することが重要となりま

す。 

このため、2022（令和４）年 7月、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関

するガイドライン」改定版を公表し、副業・兼業の場合の労働時間管理や健康

管理等について示しました。 

 

ガイドラインでは、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者は、労

働時間を通算して管理する必要があり、労働時間の通算は、自社の労働時間と、

労働者からの申告等で把握した副業・兼業先の労働時間を通算するとされてい

ます。通算によって時間外労働となる部分のうち、自社で労働させた時間は時

間外労働の割増賃金を支払う必要があります。 

しかし、労働時間の申告等や通算管理における労使双方の手続上の負荷が高

くなる場合が考えられることから、簡便な労働時間管理の方法（「管理モデル」）

も示されています。 

管理モデルは、予め、自社での法定外労働時間と副業・兼業先での労働時間

の合計が月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内となるよう、それぞれの

労働時間の上限を設定し、その範囲内で労働させるものであり、それぞれが実

績に基づき、割増賃金を支払うものです。これにより、他社の実労働時間を把

握しなくても労働基準法を遵守することが可能となります。 

 

2022（令和４）年７月のガイドライン改定では、副業・兼業を希望する労

働者が、適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を促進するために、企業

に対して副業・兼業への対応状況について情報を公開することを推奨していま

す。 

ただし、副業・兼業などの多様な働き方は、労働者の心身の健康の確保、ゆ

とりある生活の実現の観点から法定労働時間が定められている趣旨にも鑑み、

長時間労働にならないよう、ガイドラインで示された内容に留意することも必

要です。 

   ガイドラインの詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html 
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１ 年次有給休暇とは 

年次有給休暇（以下「年休」という）とは、労働者の心身の疲労を回復させるた

めに付与される、有給で休むことができる休暇のことをいいます。 

 

２ 年休の日数 

使用者は、６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、

10日の年休を与えなければなりません。その後、継続して勤務している場合には、

２年６か月までは１年を超えるごとに１日ずつ、３年６か月目からは２日ずつ加算

し、最高20日の年休を与えなければなりません（労基法第39条第１項、第２項）。 

＜＜年年休休のの最最低低付付与与日日数数＞＞  

勤続年数 ６か月 １年 
６か月 

２年 
６か月 

３年 
６か月 

４年 
６か月 

５年 
６か月 

６年６か月 
以上 

年休日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

※ 所定労働日数が通常の労働者と比べて少ない労働者に対する年休の付与について 

 は47頁を参照。 

 

「全労働日」とは、６か月（又は１年ごとに区分した各期間）の総暦日数から所

定の休日を除いた日をいいます。ただし、①使用者の責めに帰すべき事由による休

業日、②正当な争議行為により労務提供が全くなされなかった日などは、全労働日

に含まれません。 

「出勤した日」とは、現実に出勤した日をいい、早退、遅刻等をした日について

も、一部でも勤務した日は出勤した日に含まれます。 

また、次の期間は８割以上出勤の算定においては、出勤したものとみなされます

（労基法第39条第10項）。 

① 業務上の傷病により療養のため休業した期間 

② 育児・介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした期間 

③ 産前産後の女性が労基法第65条の規定により休業した期間 

④ 年次有給休暇を取得した日 

  

  

年 次 有 給 休 暇 に つ い て  
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３ 年休の取り方 

年休は、１日単位又は連続して取ることができます。また、年休を取る目的や理

由を述べる必要はなく、時季を指定すればよいことになっています（ただし、年休

の日数のうち５日を超える部分については、労使協定により年休を与える時季に関

する定めをしたときは、その定めにより計画的に付与されることもあります｡）。 

 使用者は、原則として、労働者の請求する時季に年休を与えなければなりません

が、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季

に変更して与えることができます（労基法第39条第５項、第６項）。 

 なお、労使協定の締結によって、使用者は年休日数のうち５日を限度として、時

間単位で与えることができます（労基法第39条第４項、施行規則第24条の４）。 

この労使協定には次の事項を定めることが必要です。 

① 時間単位年休の対象労働者の範囲 

② 時間単位年休の日数 

③ 時間単位年休１日の時間数 

④ １時間以外の時間を単位とする場合はその時間数  

  

４ 年休の賃金 

 使用者は、年休の期間について、通常の賃金又は平均賃金を支払わなければなり

ません。ただし、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはそ

の労働組合と、ないときは労働者の過半数を代表する者との書面の協定により、健

康保険法第40条第１項に定める標準報酬月額の30分の１に相当する金額を支払う

旨を定めた場合はこれによることもできます（労基法第39条第９項）。 

  

５ 年休の確実な取得 

2019（平成31）年４月１日施行の改正労基法により、すべての企業におい

て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者（管理監督者含む）に対し

て、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取

得させることが必要となりました（労基法第39条第７項）。 

使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりませ

ん。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意

見を尊重するよう努めなければなりません。 

既に５日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用

者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません（労基法第

39条第８項）。 
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＜＜ココララムム５５＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    
  

「「愛愛知知県県休休みみ方方改改革革ママイイススタターー企企業業認認定定制制度度」」をを創創設設ししままししたた！！  

 

愛知県では、ワーク・ライフ・バランスの充実と生産性向上による地域経済の  

活性化を目指し、経済界・労働界・教育界とともに、愛知県「休み方改革」プロジ

ェクトに取り組んでいます。 

 このプロジェクトの一環として、年次有給休暇の取得及び多様な特別休暇の導入

を積極的に推進している中小企業等を奨励する「愛知県休み方改革マイスター企業

認定制度」を創設し、2023（令和５）年７月から認定申請の受付を行っています。 

 認定企業は、ハローワークの求人票に認定企業であることを表示できるほか、 

建設工事の入札参加資格審査における加点、制度融資の利用など、認定区分に応じ

た優遇措置を受けることができます。 

 制度の詳細は愛知県ホームページをご覧ください。 

 https://aichi-meister.pref.aichi.jp/  
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１ 児童の使用禁止・労働時間の制限 

① 満15歳に達した日以後の最初の３月31日が終了するまで、児童を使用すること

はできません（労基法第56条第１項）。 

② 満18歳未満の労働者には、時間外労働や休日労働をさせることはできません

（労基法第60条第１項）。 

ただし、満15歳に達した日以後の最初の３月31日後から満18歳に達するまで

にある者は、１週間の労働時間が法定労働時間内で、１週間のうちのある１日

の労働時間を４時間以内とすれば、他の日の労働時間を10時間まで延長するこ

とができます（労基法第60条第３項）。 

③  変形労働時間制は、原則として満 18 歳未満の年少者には適用されません（17

頁参照）。 

 

２ 深夜労働の禁止 

満 18 歳未満の年少者は、原則深夜労働が禁止されています。 

 ただし、①交替制で使用する16歳以上の男性、②交替制による事業において労働

基準監督署長の許可により午後10時30分まで労働させる場合、③農林水産業、保健

衛生業、電話交換業務の従事者、④非常災害時の時間外・休日労働、の場合は例外

となります（労基法第61条）。 

 

３ 危険有害業務の制限・坑内労働の禁止 

満18歳未満の年少者に危険有害業務、重量物を扱う業務、坑内労働をさせること

はできません（労基法第62条、第63条）。 

 

 

 
 

 

 

年 少 者 の 保 護 に つ い て  
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年 少 者 の 保 護 に つ い て  
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青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青

少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関

する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業能力開発促進法など

の一部が改正されるとともに、勤労青少年福祉法の名称が青少年の雇用の促進等に

関する法律（若者雇用促進法）と変更されました。 

なお、改正後の主な内容は、次のとおりです。 

 

１ 職業選択等の支援 

（（１１））関関係係者者のの責責務務のの明明確確化化等等  

国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者

相互に連携を図ることとなりました。 

（（２２））適適職職選選択択ののたためめのの取取組組促促進進  

①①  職職場場情情報報提提供供のの義義務務化化  

事業主が新卒者の募集を行う場合は、企業規模を問わず、幅広い情報提供を

することが努力義務となりました。また、応募者等からの求めがあった場合に

は、次のア～ウの項目ごとに１つ以上の情報提供を行う義務があります。 

ア 募集・採用に関する状況 

イ 企業における雇用管理に関する状況 

ウ 職業能力の開発・向上に関する状況 

②②  新新卒卒者者のの求求人人申申込込のの不不受受理理  

公共職業安定所は、一定の労働関係法令違反があった事業所等からの全ての

求人申込を受け付けないことができるようになりました。 

③③  優優良良中中小小企企業業のの認認定定制制度度のの創創設設  

青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣によ

る認定制度が設けられました。 

（（３３））職職業業能能力力のの開開発発・・向向上上及及びび自自立立のの促促進進  

①①  ジジョョブブ・・カカーードド（（職職務務経経歴歴等等記記録録書書））のの活活用用  

国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブ・カード（職務経歴

等記録書）の活用や職業訓練等の措置を講ずるよう努めることとなりました。 

  

  

青少年の雇用の促進等について  
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②②  若若者者のの職職業業生生活活ににおおけけるる自自立立支支援援ののたためめのの施施設設のの整整備備  

国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職

業生活における自立支援のための施設（地域若者サポートステーション）の整

備等の必要な措置を講ずるよう努めることとなりました。 

 

２ 能力開発・向上の支援 

（（１１））ジジョョブブ・・カカーードド（（職職務務経経歴歴等等記記録録書書））のの普普及及・・促促進進  

改正により、ジョブ・カード（職務経歴等記録書）が法律上、位置づけられ

ました。また、ジョブ・カードの様式を見直し、その普及に努めることとなり

ました。 

（（２２））キキャャリリアアココンンササルルタタンントトのの登登録録制制のの導導入入  

職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門家としての「キャリアコ

ンサルタント」を国の登録制とし、名称独占（資格取得者のみ名乗ることが許

される）や守秘義務を規定して、資質の確保を図ることにより、相談者がより

安心してキャリアコンサルタントに相談できることになりました。 

（（３３））対対人人ササーービビスス分分野野ななどどをを対対象象ににししたた技技能能検検定定制制度度のの整整備備  

技能検定の実技試験について、検定職種ごとに、実践的な能力評価の実施方

法を規定することで、対人サービス分野で働く人に対する技能検定を構築して

います。 
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女性労働者については、男女平等や母性の保護などに留意する必要がありま

す。男女平等については、労基法で、賃金の男女差別を禁止しているほか、結婚

退職制、出産退職制及び男女別定年制などを無効とする判例も相次いで出されて

います。 

母性の保護については、労基法などに、産前産後休暇、生理休暇及び妊産婦等

の深夜労働の禁止などが定められています。 

なお、職場で働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を

尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するため、男

女雇用機会均等法が制定されています。 

 

１ 男女同一労働、同一賃金の原則 

賃金について、使用者は、労働者が女性であることを理由に男性と差別的取扱

いをしてはいけません（労基法第４条）。 

この規定は、女性であることのみを理由として、あるいは社会通念上、女性労働

者の勤続年数が短いこと、扶養家族が少ないこと等の理由によって、賃金、昇給な

どで男女間に格差を設けることを禁じたものです。 

 

２ 時間外労働・休日労働 

 育児及び家族介護を行う男女労働者については、その申出により、事業の正常な

運営を妨げる場合を除き、１か月当たり24時間、１年当たり150時間を超える時間

外労働が制限されています（育児・介護休業法第17条、第18条）。 

 なお、休日労働についての制限はありません。 

 
３ 深夜業 

 18歳以上の深夜労働については、原則、男女とも同じ取扱いがされています。 

ただし、「使用者は妊産婦が請求した場合は、深夜労働をさせてはならない（労

基法第66条第３項）」という、女性特有の事情による取扱いがあります。また、事

業主は、深夜業に従事する女性の就業環境等を整備しなければなりません。 

 

４ 危険有害業務の禁止 

 妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務及び女性の妊娠、出産に係る

機能に有害な一定の業務については、就業が制限されています（労基法第64条の３）。 

女 性 労 働 者 の雇 用 について 
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 また、女性労働者の坑内労働については、2007（平成19）年４月１日から妊婦及

び産婦（申出た者に限る。）が行う業務及び一部の業務（作業員の業務）を除き行

えるようになりました（労基法第64条の２）。 

 

５ 産前産後休暇 

 使用者は、６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定の

女性労働者が休業を請求した場合には、就業させることはできません。また、産後

８週間を経過しない女性労働者を就業させてはいけません。ただし、産後６週間を

経過した後は、本人が請求し、医師が差し支えないと認めた業務に限り、就業させ

ることが認められています（労基法第65条第１項、第２項）。 

 なお、妊娠中の女性は、使用者に対して、他の軽易な業務に転換を請求すること

ができます（労基法第65条第３項）。 

 また、使用者は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働及び深夜労働

をさせてはなりません（労基法第66条第２項、第３項）。 

 

６ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置義務 

事業主は、女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受ける

ために必要な時間を確保したり、保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守れる

ようにするため、勤務時間の変更や、勤務の軽減等の措置を講じなければなりませ

ん（均等法第12条、第13条）。 

妊産婦には、原則として次の回数のとおり保健指導又は健康診査を受けるために必要

な時間を確保できるようにしなければなりません（施行規則第２条の４）。 

妊娠23週まで       ４週間に１回 

妊娠24週から35週まで   ２週間に１回 

妊娠36週以後出産まで   １週間に１回 

産後（出産後１年以内）  医師等の指示により必要な時間 

 

７ 育児時間 

 生後１年未満の子を育てる女性は、法定の休憩時間のほか、１日２回それぞれ少

なくとも30分の育児時間を請求することができます（労基法第67条第１項）。 

 

８ 生理休暇 

 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合は、その者を生理日に就

業させてはなりません（労基法第68条）。生理日に働くことが著しく困難かどうか

を判断するには、原則として、特別な証明がなくても、本人の請求があれば与える



- 34 - 
 

 また、女性労働者の坑内労働については、2007（平成19）年４月１日から妊婦及

び産婦（申出た者に限る。）が行う業務及び一部の業務（作業員の業務）を除き行

えるようになりました（労基法第64条の２）。 

 

５ 産前産後休暇 

 使用者は、６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定の

女性労働者が休業を請求した場合には、就業させることはできません。また、産後

８週間を経過しない女性労働者を就業させてはいけません。ただし、産後６週間を

経過した後は、本人が請求し、医師が差し支えないと認めた業務に限り、就業させ

ることが認められています（労基法第65条第１項、第２項）。 

 なお、妊娠中の女性は、使用者に対して、他の軽易な業務に転換を請求すること

ができます（労基法第65条第３項）。 

 また、使用者は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働及び深夜労働

をさせてはなりません（労基法第66条第２項、第３項）。 

 

６ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置義務 

事業主は、女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受ける

ために必要な時間を確保したり、保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守れる

ようにするため、勤務時間の変更や、勤務の軽減等の措置を講じなければなりませ

ん（均等法第12条、第13条）。 

妊産婦には、原則として次の回数のとおり保健指導又は健康診査を受けるために必要

な時間を確保できるようにしなければなりません（施行規則第２条の４）。 

妊娠23週まで       ４週間に１回 

妊娠24週から35週まで   ２週間に１回 

妊娠36週以後出産まで   １週間に１回 

産後（出産後１年以内）  医師等の指示により必要な時間 

 

７ 育児時間 

 生後１年未満の子を育てる女性は、法定の休憩時間のほか、１日２回それぞれ少

なくとも30分の育児時間を請求することができます（労基法第67条第１項）。 

 

８ 生理休暇 

 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合は、その者を生理日に就

業させてはなりません（労基法第68条）。生理日に働くことが著しく困難かどうか

を判断するには、原則として、特別な証明がなくても、本人の請求があれば与える

- 35 - 
 

こととし、特に証明を求める必要が認められる場合でも医師のような厳格な証明を

求めることなく、例えば、同僚の証言程度の簡単な確認によることが望ましいです。 

 

９ 男女雇用機会均等法において禁止される事項 

（（１１））性性別別をを理理由由ととすするる差差別別のの禁禁止止  

事業主は、以下の事項について、労働者の性別を理由に、差別的取扱いをし

てはなりません。 

①①  募募集集・・採採用用  

事業主は、労働者の募集・採用に当たって、その手続・方法も含め、性別に

かかわりなく均等な機会を与えなければなりません（均等法第５条）。 

例えば、募集・採用に当たって、男女いずれかを対象から排除すること、男

女別の採用人数を設定すること、男女で異なる条件を付すこと、募集・採用情

報について男女で異なる取扱いをすること等が禁止されています。 

②②  配配置置（（業業務務のの配配分分及及びび権権限限のの付付与与をを含含むむ。。））・・昇昇進進・・降降格格・・教教育育訓訓練練  

事業主は、一定の職務の配置に当たり、その対象から男女いずれかを排除又

は優先すること、女性労働者のみ婚姻したことや子を有していることを理由と

して降格の対象とすること、能力・資質の有無等を判断する場合の方法・基準
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（（２２））間間接接差差別別のの禁禁止止  

外見上は性中立的な要件でも、実質的に性別を理由とする差別となるおそれ

があるものとして、募集又は採用に当たり身長・体重・体力や転勤を要件とす

ること、昇進に当たり転勤経験を要件とすることは、合理的な理由がない場合、

間接差別として禁止されています（均等法第７条、施行規則第２条）。 

（（３３））婚婚姻姻・・妊妊娠娠・・出出産産等等をを理理由由ととすするる不不利利益益取取扱扱いいのの禁禁止止 

女性労働者の婚姻、妊娠、出産又は産前産後休業の取得を理由とする解雇の

ほか、時差通勤など母性健康管理措置や、深夜業免除など母性保護措置を受け

たことを理由とする解雇や雇止めなど不利益取扱いをしてはなりません。また、

上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するための措置を講じなけ

ればなりません。 

   なお、派遣労働者に対しては、派遣元事業主のみならず、新たに派遣先事業

主においても不利益取扱いが禁止されるとともに、上記防止措置を講じなけれ

ばなりません。 

   さらに、妊娠中又は産後１年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由ではな

いことを証明しない限り無効となります（均等法第９条、第11条の２、施行規

則第２条の２）。 

 

10 紛争解決のための措置 

（（１１））苦苦情情のの自自主主的的解解決決  

事業主は、前記35～36頁の男女雇用機会均等法において禁止される事項（１）

（①を除く）～（３）及び、34頁の妊娠中・出産後の健康管理に関する措置に

ついて、労働者から均等取扱いに関する苦情の申出を受けたときは、企業内で、

苦情処理機関を活用するなどにより、その自主的な解決に努めなければなりま

せん（均等法第15条）。 

（（２２））労労働働局局長長にによよるる紛紛争争解解決決のの援援助助  

労働局長は、募集・採用も含め、上記の措置について労働者と事業主との間

の紛争解決の援助を求められた場合には、その解決を援助するために必要な助

言、指導又は勧告を行うことができます（均等法第16条、第17条）。 

（（３３））機機会会均均等等調調停停会会議議にによよるる調調停停  

労働局長の紛争解決の援助の対象となる事項のうち、募集・採用を除くもの

については、紛争を解決するため、労働者及び事業主の双方又は一方が申請し

た場合で、労働局長が必要と認めたときには、紛争調整委員会の中の機会均等

調停会議による調停が開始されます（均等法第18条～第27条、施行規則第３条

～第12条）。 
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１ 高年齢者雇用安定法 

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済

社会の活力を維持するため、働く意欲がある方が誰もが年齢に関わりなくその能

力を十分に発揮できるよう高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。詳細

等につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_

roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html 

 

２ 高年齢者雇用確保措置及び高年齢者就業確保措置 

（（１１））高高年年齢齢者者雇雇用用確確保保措措置置 

   事業主は、定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりま 

  せん（高年齢者雇用安定法第８条）。 

   また、定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置を講じ 

  なければなりません（高年齢者雇用安定法第９条）。 

  ① 65歳までの定年引き上げ 

  ② 65歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）の導入 

  ③ 定年制の廃止 

（（２２））高高年年齢齢者者就就業業確確保保措措置置 

   2021（令和３）年４月１日から65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳か 

  ら70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずることが 

  努力義務とされました（高年齢者雇用安定法第10条の２）。以下の５つの措置 

  のうち、どの措置をどのような対象者に講じるかについては、労使間で十分に 

  協議の上、個々の企業の実情に応じて定められることとされています。 

  ① 70歳までの定年引き上げ 

  ② 70歳までの継続雇用制度の導入 

  ③ 定年制の廃止 

  ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 

  ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 

   (a) 事業主が自ら実施する社会貢献事業 

   (b) 事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業 

   ④、⑤の措置を導入するには、実施計画を作成し、過半数労働組合等の同意 

  を得た上で、同計画を周知する必要があります。 

    

高 年 齢 者 の雇 用 に つ い て 
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   就業確保措置未実施の企業においては、これからどの措置を導入していくの 

  か、法の趣旨を理解していただき、措置の実施に向けた取り組みを進めていた 

  だくことが必要です。 

 
３ 高年齢者等の離職への措置 

 解雇等により離職する高年齢者等には、求職活動に対する経済支援、再就職や教

育訓練受講等のあっせん、再就職支援体制の構築などの再就職援助措置を講じるよ

う努めることとされています（高年齢者雇用安定法第15条）。 

 また、１か月以内に５人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合は、離職

者数や当該高年齢者等に関する情報等をハローワークに届け出なければなりませ

ん（高年齢者雇用安定法第16条、施行規則第６条の２）。 
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１ 育児・介護休業法 

育児・介護休業法は、子の養育又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生

活との両立を支援することを目的とする法律で、すべての企業において育児休業及

び介護休業制度の導入を義務付けています。本章では、原則を中心に記載していま

す。詳細等につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 

 

２ 育児休業について 

（（１１））対対象象労労働働者者 

育児休業をすることができるのは、１歳に満たない子（法律上の親子関係が

あれば実子、養子を問わない。）を養育する労働者（日々雇用を除く。）です。 

また、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子と

いった法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子についても対

象となっています。 

なお、期間を定めて雇用される者については、養育する子が１歳６か月又は

（育児・介護休業法第５条第４項の申出にあっては）２歳に達する日までに、

その労働契約（労働契約が更新される場合は、更新後のもの）が満了し更新さ

れないことが明らかでない場合、育児休業の取得が可能です（育児・介護休業

法第５条第１項、第５項）。 

また、次の者は労使協定で対象外とすることができます（育児･介護休業法第

６条第１項、施行規則第８条）。 

①引き続き雇用された期間が１年に満たない者 

②申出日から１年（１歳６か月及び２歳までの休業については６か月）以内に

雇用関係が終了することが明らかな者 

③１週間の所定労働日数２日以下の者 

 

（（２２））育育児児休休業業のの申申出出 

労働者は、原則として、育児休業開始予定日の１か月前までに初日と末日等

を明らかにした休業申出書を事業主に提出しなければなりません。 

ただし、１歳６か月又は２歳までの休業を希望する場合は、改めて２週間前

育児休業・介護休業について  
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までに休業申出をしなければなりません（育児・介護休業法第５条第６項、第

６条第３項、施行規則第７条）。 

事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません

（育児・介護休業法第６条第１項）。 

（（３３））育育児児休休業業のの分分割割取取得得等等＜＜22002222（（令令和和４４））年年 1100月月１１日日施施行行＞＞  

2022（令和４）年 10 月１日施行の改正育児・介護休業法により、１歳までの  

育児休業について分割して２回まで取得することができるようになりました

（育児・介護休業法第５条第２項）。  

また、１歳以降の育児休業開始日は、１歳又は１歳６か月時点に限定されて

いましたが、2022（令和４）年 10 月１日施行の改正育児・介護休業法により、

休業開始日が柔軟化され、育児休業期間の途中でも夫婦交代での取得が可能と

なりました（育児・介護休業法第５条第６項）。 

   詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 

（（４４））休休業業期期間間  

原則として、子が出生した日から１歳に達する日まで（両親ともに育児休業

を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまでの間に１年間）の間で、労働

者が申し出た休業開始予定日から休業終了予定日までの期間です。（育児・介護

休業法第９条）。 

なお、子が１歳に達する時点で、次のすべての条件を満たす一定の場合に限

り、子が１歳６か月に達するまでを限度として育児休業期間を延長することが

できます（育児・介護休業法第５条第３項、施行規則第６条）。 

① 労働者又はその配偶者がその子の１歳到達日において既に育児休業をし

ていること 

② 子の１歳到達日後の期間について育児休業することが雇用の継続のため

に特に必要と認められる場合 

＜特に必要と認められる場合の具体例＞ 

ア １歳の時点で保育所へ入所を希望しているが入所ができない場合 

イ 配偶者が死亡又は傷病にかかるなどして、子の養育をすることができない場合 

また、子が１歳６か月に達する時点で、労働者又はその配偶者がその子の１

歳６か月到達日において既に育児休業をしており、保育所に入所できない等、

１歳６か月を超えても休業が必要な場合は、申出により２歳まで延長すること

ができます（育児・介護休業法第５条第４項、施行規則第６条の２）。 
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休業法第９条）。 

なお、子が１歳に達する時点で、次のすべての条件を満たす一定の場合に限

り、子が１歳６か月に達するまでを限度として育児休業期間を延長することが

できます（育児・介護休業法第５条第３項、施行規則第６条）。 

① 労働者又はその配偶者がその子の１歳到達日において既に育児休業をし

ていること 

② 子の１歳到達日後の期間について育児休業することが雇用の継続のため

に特に必要と認められる場合 

＜特に必要と認められる場合の具体例＞ 

ア １歳の時点で保育所へ入所を希望しているが入所ができない場合 

イ 配偶者が死亡又は傷病にかかるなどして、子の養育をすることができない場合 

また、子が１歳６か月に達する時点で、労働者又はその配偶者がその子の１

歳６か月到達日において既に育児休業をしており、保育所に入所できない等、

１歳６か月を超えても休業が必要な場合は、申出により２歳まで延長すること

ができます（育児・介護休業法第５条第４項、施行規則第６条の２）。 
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（（５５））出出生生時時育育児児休休業業（（産産後後パパパパ育育休休））＜＜22002222（（令令和和４４））年年 1100月月１１日日施施行行＞＞  

      2022（令和４）年 10 月１日から子の出生後８週間以内に４週間まで取得可 

  能な出生時育児休業が創設されました。分割して２回まで取得することができ、 

  休業を希望する場合、原則休業の２週間前までに申出をしなければなりません。 

   また、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主が合意した範囲 

  内で休業中に就業することができます（育児・介護休業法第９条の２、第９条 

の３、第９条の５）。 

（（６６））子子のの養養育育をを行行うう労労働働者者のの時時間間外外労労働働のの制制限限 

事業主は原則、小学校就学前の子の養育を行う労働者が請求したときは、１

か月当たり 24 時間、１年当たり 150 時間を超える時間外労働をさせてはいけ

ません（育児・介護休業法第 17 条第１項、施行規則第 52 条）。 

（（７７））深深夜夜業業のの制制限限  

事業主は原則、小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合は、午後 

10時から午前５時までの深夜労働をさせてはなりません（育児・介護休業法第 

19条第１項、施行規則第60条）。 

（（８８））勤勤務務時時間間のの短短縮縮等等  

事業主は原則、３歳未満の子を養育する労働者について申出があるときは、

勤務時間の短縮（１日の所定労働時間を原則として６時間）と所定外労働の免

除を認めなければなりません。また、所定労働時間を短縮する場合は、始業終

業時刻を記載する必要があります（育児・介護休業法第16条の８第１項、第23

条第１項、施行規則第44条、第74条）。 

なお、３歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対し

て、引き続き育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた必要な措置

を講ずる努力義務が事業主に課されています。また事業主には、育児に関する

目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることも義務づけられ

ています（育児・介護休業法第24条第１項）。 

（（９９））雇雇用用環環境境整整備備、、個個別別のの周周知知、、意意向向確確認認＜＜22002222（（令令和和４４））年年４４月月１１日日施施行行＞＞ 

   本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児

休業制度等に関する以下の事項を面談、書面交付、ＦＡＸ、電子メール等のいずれ

かの方法で、周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません（育児・

介護休業法第 21条第１項、施行規則第 69条の３第１項、第２項）。 

  【周知事項】 

  ① 育児休業・出生時育児休業に関する制度 

  ② 育児休業・出生時育児休業の申出先 
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  ③ 育児休業給付に関すること 

  ④ 労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の 

   取り扱い 

また、育児休業と出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、 

 事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません（育児・介護休業法 

 第 22 条第１項、施行規則第 71 条の２）。 

 【育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置】 

  ① 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 

  ② 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等（相談窓口設置） 

  ③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供 

  ④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する 

   方針の周知 

（（1100））育育児児休休業業のの取取得得状状況況のの公公表表＜＜22002233（（令令和和５５））年年４４月月１１日日施施行行＞＞ 

2023（令和５）年４月１日から従業員数 1,000 人超の事業主は、育児休業等

の取得状況を年１回公表することが義務付けられています（育児・介護休業法

第 22 条の２）。 

なお、公表義務違反は、行政による是正勧告に応じなかった場合、企業名公

表の対象となります（育児・介護休業法第 56 条の２）。 

 

３ 介護休業について 

（（１１））対対象象労労働働者者  

介護休業をすることができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する労

働者（日々雇用を除く。）です。 

なお、期間を定めて雇用される労働者については、介護休業開始予定日から

起算して93日を経過する日から６か月を経過する日までに、その労働契約（労

働契約が更新される場合は、更新後のもの）が満了することが明らかでない場

合、介護休業の取得が可能です（育児・介護休業法第11条）。 

また、次の者は労使協定で対象外とすることができます（育児･介護休業法第

12条第２項、施行規則第24条）。 

① 引き続き雇用された期間が１年に満たない者 

② 申出日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者 

③ １週間の所定労働日数が２日以下の者 
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  ① 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 

  ② 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等（相談窓口設置） 

  ③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供 

  ④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する 

   方針の周知 

（（1100））育育児児休休業業のの取取得得状状況況のの公公表表＜＜22002233（（令令和和５５））年年４４月月１１日日施施行行＞＞ 

2023（令和５）年４月１日から従業員数 1,000 人超の事業主は、育児休業等

の取得状況を年１回公表することが義務付けられています（育児・介護休業法

第 22 条の２）。 

なお、公表義務違反は、行政による是正勧告に応じなかった場合、企業名公

表の対象となります（育児・介護休業法第 56 条の２）。 

 

３ 介護休業について 

（（１１））対対象象労労働働者者  

介護休業をすることができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する労

働者（日々雇用を除く。）です。 

なお、期間を定めて雇用される労働者については、介護休業開始予定日から

起算して93日を経過する日から６か月を経過する日までに、その労働契約（労

働契約が更新される場合は、更新後のもの）が満了することが明らかでない場

合、介護休業の取得が可能です（育児・介護休業法第11条）。 

また、次の者は労使協定で対象外とすることができます（育児･介護休業法第

12条第２項、施行規則第24条）。 

① 引き続き雇用された期間が１年に満たない者 

② 申出日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者 

③ １週間の所定労働日数が２日以下の者 
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（（２２））介介護護休休業業のの申申出出 

労働者は、原則として介護休業開始予定日の２週間前までに初日と末日等を

明らかにした休業申出書を事業主に提出しなければなりません（育児･介護休

業法第11条第３項、第12条第３項）。 

事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことはできません

（育児・介護休業法第12条第１項）。 

（（３３））休休業業期期間間  

同一の対象家族１人につき、通算して93日まで、３回を上限として、取得で

きます（育児・介護休業法第11条第１項、第２項、第15条第１項）。 

（（４４））家家族族介介護護をを行行うう労労働働者者のの所所定定外外労労働働のの制制限限  

事業主は原則、家族介護を行う労働者が請求したときは、所定外労働の免除

を認めなければなりません（育児・介護休業法第16条の９、施行規則第48条）。 

（（５５））家家族族介介護護をを行行うう労労働働者者のの時時間間外外労労働働のの制制限限 

事業主は原則、家族介護を行う労働者が請求したときは、１か月当たり 24 時

間、１年当たり 150 時間を超える時間外労働をさせてはいけません（育児・介

護休業法第 18 条、施行規則第 56 条）。 

（（６６））深深夜夜業業のの制制限限  

事業主は原則、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合

は、午後10時から午前５時までの深夜労働をさせてはなりません（育児・介護

休業法第20条、施行規則第65条）。 

（（７７））周周知知義義務務  

事業主は、あらかじめ育児休業と同様の事項について定め、これを労働者に

周知するよう努めなければなりません。加えて、労働者が介護休業期間につい

て負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関しても、労働者への周知に

努めなければなりません（育児・介護休業法第21条、施行規則第70条）。 

（（８８））勤勤務務時時間間のの短短縮縮等等のの措措置置  

事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について申出がある

ときは、介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上の勤務時間を短

縮する等の措置を講じなければなりません。また、所定労働時間を短縮する場

合は、始業終業時刻を記載する必要があります（育児・介護休業法第23条第３

項、施行規則第74条）。 
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（（９９））家家族族のの介介護護をを行行うう労労働働者者にに対対すするる措措置置 

事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業の制度又は勤務時間の

短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な

措置を講ずるよう努力しなければなりません（育児・介護休業法第24条第２項）。 

 

４ 育児・介護休業等共通制度について 

（（１１））転転勤勤にに関関すするる配配慮慮及及びび職職業業家家庭庭両両立立推推進進者者のの選選任任  

事業主は、労働者を就業場所の変更を伴う転勤をさせようとする場合は、そ

の労働者の育児や介護の状況を把握し、労働者本人の意向を斟酌するなど、労

働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければなりません（育児・介

護休業法第26条）。 

また事業主は、法の規定に基づき事業主が講ずる措置及び子の養育又は家族

の介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする

ために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当

する者（「職業家庭両立推進者」という。）を選任するよう努めなければなりま

せん（育児・介護休業法第29条）。 

（（２２））不不利利益益取取扱扱いいのの禁禁止止  

事業主は、育児・介護休業、出生時育児休業、子の看護休暇、介護休暇、所

定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置

等について、申出等をし、又は取得等をしたこと、本人又は配偶者の妊娠・出

産を申し出たこと、出産時育児休業期間中の就業可能日等を申出・同意しなか

ったこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません（育

児・介護休業法第10条、第16条、第16条の４、第16条の７、第16条の10、第18

条の２、第20条の２、第21条第２項、第23条の２）。 

さらに、上司・同僚などによる就業環境を害する行為など育児・休業等に関

するハラスメントを防止するための措置を講じなければなりません。（70頁「４

ハラスメントの防止のために講ずべき措置」参照） 

なお、派遣労働者に対しては、派遣元事業主のみならず、新たに派遣先事業

主においても不利益取扱いが禁止されるとともに、上記防止措置を講じなけれ

ばなりません（育児・介護休業法第25条）。 
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（（９９））家家族族のの介介護護をを行行うう労労働働者者にに対対すするる措措置置 
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措置を講ずるよう努力しなければなりません（育児・介護休業法第24条第２項）。 
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事業主は、労働者を就業場所の変更を伴う転勤をさせようとする場合は、そ

の労働者の育児や介護の状況を把握し、労働者本人の意向を斟酌するなど、労
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の介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする

ために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当

する者（「職業家庭両立推進者」という。）を選任するよう努めなければなりま

せん（育児・介護休業法第29条）。 

（（２２））不不利利益益取取扱扱いいのの禁禁止止  
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定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置

等について、申出等をし、又は取得等をしたこと、本人又は配偶者の妊娠・出

産を申し出たこと、出産時育児休業期間中の就業可能日等を申出・同意しなか

ったこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません（育

児・介護休業法第10条、第16条、第16条の４、第16条の７、第16条の10、第18

条の２、第20条の２、第21条第２項、第23条の２）。 

さらに、上司・同僚などによる就業環境を害する行為など育児・休業等に関
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５ 子の看護及び家族の介護休暇について 

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者（日々雇用を除

く）に対して、労働者の申出に基づき、その子の看護又は子に予防接種・健康診断

を受けさせるための休暇を、子が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日を

限度として与えなければなりません。 

また、家族を介護する労働者（日々雇用を除く）に対して労働者の申出に基づき、

介護のための休暇を、要介護状態の対象家族が１人であれば年５日、２人以上であ

れば年10日を限度として与えなければなりません。 

なお、取得に当たっては時間単位での取得も可能としなければなりません（※）。

（育児・介護休業法第16条の２、第16条の５、施行規則第32条、第34条、第35条、

第38条、第40条、第41条）。 

また、次の者は労使協定で対象外とすることができます（育児・介護休業法第16

条の３、第16条の６、施行規則第36条、第37条、第42条、第43条）。 

① 継続雇用期間が６か月未満の労働者 

② １週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

※ 育児・介護休業法施行規則の改正により、子の看護休暇・介護休暇が時間単

位で取得できるようになっています（2021（令和３）年１月１日施行）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



- 46 - 
 

  

１ パートタイム・有期雇用労働者とは 

パートタイム労働者（短時間労働者）とは「１週間の所定労働時間が同一の事業

所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」、有期

雇用労働者とは「期間の定めのある労働契約を締結している労働者」をいいます（パ

ートタイム・有期雇用労働法２条第１項、第２項）。 

パートタイム・有期雇用労働者の福祉を増進するため、パートタイム・有期雇用

労働法で諸規定を定めています。 

 「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など、呼び

方は異なっていても、上記の条件に当てはまれば、パートタイム・有期雇用労働法

の対象となります。 

 

２ パートタイム・有期雇用労働者の権利など 

パートタイム・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同じく、労働基準法、労働

安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法などの労働諸法令が適用されます

ので、これらの法令に沿った労務管理を行うことが必要です。 

（（１１））パパーートトタタイイムム・・有有期期雇雇用用労労働働者者とと就就業業規規則則のの関関係係  

 パートタイム・有期雇用労働者も含めて、常時10人以上の労働者を使用する 

 事業主は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 

 就業規則の作成については、パートタイム・有期雇用労働者の適用条項を設 

 けたり、パートタイム・有期雇用労働者についての就業規則を作成するなど、 

 事業場の実態に合うよう整備することが望ましいといえます（10頁参照）。 

（（２２））パパーートトタタイイムム・・有有期期雇雇用用労労働働者者へへのの労労働働条条件件のの明明示示  

 労基法（第15条第１項）では、労働者を採用する際には賃金、労働時間など 

 の労働条件を明示しなければならないと規定し、そのうち賃金に関する事項を 

 始めとする６つの事項（５頁「７労働条件の明示」参照）については、書面を 

交付する方法で明示しなければならないとされています。 

 さらに、パートタイム・有期雇用労働法では、事業主は、これら６つの事項   

 に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」 

 を文書の交付などにより、パートタイム・有期雇用労働者に明示することが義 

 務化されています（パートタイム・有期雇用労働法第６条第１項、施行規則第 

 ２条）。 

パートタイム・有期雇用労働者について  
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パートタイム・有期雇用労働者について  
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 また、2024（令和６）年４月１日より、上記の事項に加えて以下の事項につい

ての明示が必要になります。 

・有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごとに、 

  ▶更新上限（有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限）の有無とそ

 の内容の明示（改正労基則第５条第１項第１号の２） 

  ※更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ（新設・短縮を

する前のタイミングで）説明することが必要になります（改正雇止めに関

する基準第１条）。 

  ・「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、 

   ▶無期転換を申し込むことができる旨（無期転換申込機会）の明示 

   ▶無期転換後の労働条件明示（改正労基則第５条第５項・第６項） 

 詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html   

 

（（３３））パパーートトタタイイムム・・有有期期雇雇用用労労働働者者とと年年次次有有給給休休暇暇  

 所定労働日数が通常の労働者と比べて少ない労働者に対しても比例付与の 

方式により下表のとおり、年次有給休暇を付与しなければなりません（労基法

第39条第３項、施行規則第24条の３）。 

＜＜年年次次有有給給休休暇暇のの日日数数＞＞  

 

（（４４））パパーートトタタイイムム・・有有期期雇雇用用労労働働者者のの同同一一労労働働同同一一賃賃金金（（雇雇用用形形態態にに関関わわららなないい

公公正正なな待待遇遇のの確確保保））  

2020（令和２）年４月１日施行のパートタイム・有期雇用労働法により、同

一企業内における正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者の間の不合

理な待遇差が禁止されました。事業主にはその待遇差について説明する義務が

あります（56 頁以降参照）(パートタイム・有期雇用労働法８条、９条、14 条)。 
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（（５５））賃賃金金のの決決定定方方法法  

賃金額（職務関連賃金）は、通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイ

ム・有期雇用労働者の職務の内容、成果、意欲、能力などを勘案して決定す

るよう努めなければなりません（パートタイム・有期雇用労働法第10条）。 

（（６６））教教育育訓訓練練のの実実施施義義務務  

パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、そ

の職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通常の労

働者に実施している教育訓練については、パートタイム・有期雇用労働者が既

に必要な能力を身につけている場合を除き、事業主はパートタイム・有期雇用

労働者に対しても同様に実施しなければなりません（パートタイム・有期雇用

労働法第11条）。 

（（７７））福福利利厚厚生生施施設設のの利利用用  

給食施設、休憩室、更衣室などの福利厚生施設について、事業主は、パート

タイム・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければなりません（パートタ

イム・有期雇用労働法第12条）。 

（（８８））通通常常のの労労働働者者へへのの転転換換措措置置  

 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、次のいずれかの措置を 

講じなければなりません（パートタイム・有期雇用労働法第13条）。 

 ① 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇用しているパー 

   トタイム・有期雇用労働者にも周知する。 

 ② 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇用しているパート 

   タイム・有期雇用労働者にも応募する機会を与える。 

 ③ パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験 

   制度を設けるなど、転換制度を導入する。 

 ④ その他通常の労働者への転換を推進するための措置 

（（９９））パパーートトタタイイムム・・有有期期雇雇用用労労働働者者かかららのの相相談談にに対対応応すするるたためめのの事事業業主主のの体体制制整整備備義義務務 

事業主は、パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応す

るために必要な体制を整備しなければなりません（パートタイム・有期雇用労

働法第16条）。 

（（1100））雇雇止止めめのの制制限限  

労働契約法では、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ

ると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするとされ

ています。これは、有期雇用労働者等において、何度も雇用契約が更新され、
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実質的には期間の定めのない契約と認められる場合に契約の更新をしないと

き（雇止め）も同様です。 

次のいずれかの有期労働契約について、労働者が契約の更新を申し込んだ場

合又は期間満了後に遅滞なく有期労働契約の締結を申し込んだ場合に、使用者

がこれを拒絶することが、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認め

られないときは、使用者は従前の有期労働契約と同一の労働条件でその申込を

承諾したものとみなされます（労契法第19条）（４頁参照）。 

① 有期労働契約が過去に反復更新され、その雇止めは無期労働契約の解雇 

と社会通念上同視できると認められる場合 

② 労働者が有期労働契約の契約期間満了時に、契約が更新されると期待す 

ることに合理的な理由が認められる場合 
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１ 労働者派遣 

（（１１））労労働働者者派派遣遣ととはは  

労働者派遣とは、派遣元と雇用契約関係にある労働者を、派遣元と派遣先

との派遣契約に基づき、派遣先の指揮命令関係の下で働かせることをいいま

す。 
出向先と労働者の間でも、労働契約関係の発生する出向、注文主と労働者

の間では、直接法律関係の発生しない請負とは異なります。 

  

 

 

 

  

（（２２））労労働働者者派派遣遣のの対対象象ととななららなないい業業務務  

派遣が認められない業務は次のとおりです（派遣法第４条第１項、施行令第２条）。 

① 港湾運送業務 

② 建設業務 

③ 警備業法第２条第１項各号に掲げる業務 

④ 医療関係業務（医師、歯科医師の行う医業と看護師等の行う診療補助等） 

ただし、次の業務を除く。 
ア 病院、診療所等以外の施設（社会福祉施設等）で行われるもの 
イ 紹介予定派遣 
ウ 医療関係業務に従事する産前産後休業、育児休業及び介護休業中の労働者 

の業務 
エ へき地において行われる医業 

⑤ 人事労務管理のうち派遣先の団体交渉、労基法に規定する労使協定の締結な 

ど労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 

⑥ 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士（一部 

業務を除く。）、税理士、弁理士（一部業務を除く。）、社会保険労務士、行政書 

士（一部業務を除く。）の業務 

⑦ 建築士事務所の管理建築士の業務 

 
 
 

派遣元  派遣先  

労働者  

請負業者 注文主  

労働者  

雇雇用用契契約約  指指揮揮命命令令関関係係  
・・雇雇用用契契約約  
・・指指揮揮命命令令関関係係  

派派遣遣契契約約  請請負負契契約約  

労 働 者 派 遣 に つ い て  
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１ 労働者派遣 

（（１１））労労働働者者派派遣遣ととはは  

労働者派遣とは、派遣元と雇用契約関係にある労働者を、派遣元と派遣先

との派遣契約に基づき、派遣先の指揮命令関係の下で働かせることをいいま

す。 
出向先と労働者の間でも、労働契約関係の発生する出向、注文主と労働者

の間では、直接法律関係の発生しない請負とは異なります。 

  

 

 

 

  

（（２２））労労働働者者派派遣遣のの対対象象ととななららなないい業業務務  

派遣が認められない業務は次のとおりです（派遣法第４条第１項、施行令第２条）。 

① 港湾運送業務 

② 建設業務 

③ 警備業法第２条第１項各号に掲げる業務 

④ 医療関係業務（医師、歯科医師の行う医業と看護師等の行う診療補助等） 

ただし、次の業務を除く。 
ア 病院、診療所等以外の施設（社会福祉施設等）で行われるもの 
イ 紹介予定派遣 
ウ 医療関係業務に従事する産前産後休業、育児休業及び介護休業中の労働者 

の業務 
エ へき地において行われる医業 

⑤ 人事労務管理のうち派遣先の団体交渉、労基法に規定する労使協定の締結な 

ど労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 

⑥ 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士（一部 

業務を除く。）、税理士、弁理士（一部業務を除く。）、社会保険労務士、行政書 

士（一部業務を除く。）の業務 

⑦ 建築士事務所の管理建築士の業務 

 
 
 

派遣元  派遣先  

労働者  

請負業者 注文主  

労働者  

雇雇用用契契約約  指指揮揮命命令令関関係係  
・・雇雇用用契契約約  
・・指指揮揮命命令令関関係係  

派派遣遣契契約約  請請負負契契約約  

労 働 者 派 遣 に つ い て  
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（（３３））派派遣遣労労働働者者へへのの労労働働条条件件のの明明示示  

使用者は、労働者と労働契約を結ぶ際には、賃金、労働時間などの労働条

件を労働者に明示しなければなりません（労基法第 15 条第１項）。これはす

べての労働者に適用されますので、派遣の場合も当てはまります。 

 派遣労働者に対しては、労働条件の明示とは別に「就業条件の明示」（派遣 

 法第 34 条）として、労働者派遣契約で定めた事項等について明示しなければ 

 ならないことが定められています。厚生労働省のホームページでは、「就業条 

 件明示書」の様式を示していますので参考にしてください。   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_

roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html  

  

（（４４））派派遣遣労労働働者者とと労労働働関関係係法法規規  

派遣労働者にも労働基準法等の労働関係法令が適用されることは当然です 

が、その責任については、派遣元と派遣先それぞれが分担して負っています。 

次の表はその主なものをまとめたものです。 

派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項 

○均等待遇 

○男女同一賃金の原則 

○強制労働の禁止 

○労働契約 

○賃金 

○変形労働時間の定め、時間外・休日労

働の協定・届出 

○時間外、休日、深夜の割増賃金 

○年次有給休暇 

○最低年齢 

○産前産後の休業 

○災害補償 

○就業規則 

○法令規則の周知義務 

○労働保険 

○社会保険 

○健康診断(一般健康診断等) 

○安全・衛生（雇入時、作業内容変更時） 

○均等待遇 

○強制労働の禁止 

○労働時間、休憩、休日 

○妊産婦の時間外、休日、深夜業 

○育児時間 

○生理日の就業が困難な女性に対する措

置 

○法令規則の周知義務（就業規則を除

く） 

○健康診断(有害な業務に係る健康診断

等) 

○安全・衛生（危険有害業務就業時、作

業内容変更時） 
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（（５５））労労働働者者派派遣遣のの期期間間制制限限  

①①  派派遣遣先先事事業業所所単単位位のの期期間間制制限限 

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間（派遣可能期間）は、原則、

３年が限度です。派遣先が３年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、

派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります（派遣

法第 40 条の２）。 

②②  派派遣遣労労働働者者個個人人単単位位のの期期間間制制限限 

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位（課など）

に対し派遣できる期間は、３年が限度となります（派遣法第 40 条の３）。 

③③  期期間間制制限限のの例例外外  

次に掲げる場合は、例外として期間制限がかかりません。 
ア 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合 

イ 60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合 

ウ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合 

エ 日数限定業務（１か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ 10 日 

 以下であるもの）に派遣労働者を派遣する場合 

オ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣 
 労働者を派遣する場合 

（（６６））派派遣遣労労働働者者のの雇雇用用安安定定ととキキャャリリアアアアッッププ  

派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、

以下の措置を講ずることが必要です。 

① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサル

ティングを派遣元に義務付け（派遣法第 30 条の２） 

② 派遣期間終了時の有期雇用派遣労働者の雇用安定措置（雇用を継続するた

めの措置）を派遣元に義務付け（同一組織に３年間派遣される見込みがある

場合は義務、１年以上３年未満は努力義務）（派遣法第 30 条） 

  ※ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講じるにあたっては、予め派遣労働者から

希望する措置の内容を聴取し、聴取した内容について派遣元管理台帳に記載を

行うことが必要です（派遣法施行規則第 25条の２第３項、第 31条第 10号）。 

＜雇用安定措置の内容＞  
ア 派遣先への直接雇用の依頼 
イ 新たな派遣先の提供 
ウ 派遣元での無期雇用 
エ その他雇用の安定を図るために必要な措置 
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（（５５））労労働働者者派派遣遣のの期期間間制制限限  

①①  派派遣遣先先事事業業所所単単位位のの期期間間制制限限 

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間（派遣可能期間）は、原則、

３年が限度です。派遣先が３年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、

派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります（派遣

法第 40 条の２）。 

②②  派派遣遣労労働働者者個個人人単単位位のの期期間間制制限限 

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位（課など）

に対し派遣できる期間は、３年が限度となります（派遣法第 40 条の３）。 

③③  期期間間制制限限のの例例外外  

次に掲げる場合は、例外として期間制限がかかりません。 
ア 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合 

イ 60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合 

ウ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合 

エ 日数限定業務（１か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ 10 日 

 以下であるもの）に派遣労働者を派遣する場合 

オ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣 
 労働者を派遣する場合 

（（６６））派派遣遣労労働働者者のの雇雇用用安安定定ととキキャャリリアアアアッッププ  

派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、

以下の措置を講ずることが必要です。 

① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサル

ティングを派遣元に義務付け（派遣法第 30 条の２） 

② 派遣期間終了時の有期雇用派遣労働者の雇用安定措置（雇用を継続するた

めの措置）を派遣元に義務付け（同一組織に３年間派遣される見込みがある

場合は義務、１年以上３年未満は努力義務）（派遣法第 30 条） 

  ※ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講じるにあたっては、予め派遣労働者から

希望する措置の内容を聴取し、聴取した内容について派遣元管理台帳に記載を

行うことが必要です（派遣法施行規則第 25条の２第３項、第 31条第 10号）。 

＜雇用安定措置の内容＞  
ア 派遣先への直接雇用の依頼 
イ 新たな派遣先の提供 
ウ 派遣元での無期雇用 
エ その他雇用の安定を図るために必要な措置 
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（（７７））労労働働契契約約申申込込みみみみななしし制制度度  

派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣

労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件

を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます（派遣先が違法派遣

に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除

きます。）（派遣法第 40 条の６）。 

① 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合 

② 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合 
③ 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合 

※ 新たに設けられる事業所単位・個人単位の２つの期間制限のどちらに違反 
した場合も、労働契約申込みみなし制度の対象となります。 

④ いわゆる偽装請負の場合（労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請

負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要な事項を定めずに労働者

派遣の役務の提供を受ける場合） 
（（８８））日日雇雇労労働働のの原原則則禁禁止止  

雇用期間が 30 日以内の日雇派遣は原則禁止となります（派遣法第 35 条の４）。

ただし、次のいずれかの場合は例外として認められます。 

① 禁止の例外として政令で定める以下の業務について派遣する場合 

  

 

 

 

 

 

② 以下に該当する人を派遣する場合 

ア 60 歳以上の人 

イ 雇用保険の適用を受けない学生 

ウ 副業として日雇派遣に従事する人（生業収入が 500 万円以上） 

エ 主たる生計者でない人（世帯収入が 500 万円以上） 

 

 

 

 

○ 情報処理システム開発    ○ デモンストレーション ○ 機械設計 
○ 添乗            ○ 事務用機器操作    ○ 受付・案内 
○ 通訳、翻訳、速記      ○ 研究開発       ○ 秘書 
○ 事業の実施体制の企画・立案 ○ ファイリング     ○ 書籍等の製作・編集 
○ 調査            ○ 広告デザイン     ○ 財務処理 
○ ＯＡインストラクション   ○ 貿易 
○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業  〇 社会福祉施設などで行う看護業務 



- 54 - 
 

２ 紹介予定派遣 

紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元が労働者派遣の役務の提供の開始

前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先に対して、許可を受け、又は届出をして職

業紹介（派遣労働者と派遣先との間の雇用関係の成立のあっせん）を行い、又は行

うことを予定してするものをいい、職業紹介により、派遣労働者が派遣先に雇用さ

れる旨が労働者派遣の役務の提供の終了前に派遣労働者と派遣先との間で約され

るものを含みます（派遣法第２条第４号）。 
 

両両者者がが一一体体契契約約  

 

派派遣遣契契約約                          求求人人申申込込 

 派遣元        派遣先             紹介業者       求人者 

                                           

雇雇用用契契約約            指指揮揮命命令令           求求職職申申込込            雇雇用用成成立立 

 

労 働 者                        求 職 者 

 

紹介予定派遣に関する主な注意点は次のとおりです。 

① 派遣元に対して、労働者派遣契約の締結に際し、紹介予定派遣に関する事

項を明示することを義務付けたこと（派遣法第 26 条第１項第９号） 

② 派遣先は労働者派遣契約の締結に際して派遣労働者を特定することを目的

とする行為をしないように努めることとする規定は適用しないこと（派遣法

第 26 条第６項） 

③ 派遣元は、労働者を紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇入れようとす

る場合は、労働者にその旨を明示すること 
また、既に雇入れている労働者を紹介予定派遣の対象とするときは、同意を

得ること（派遣法第 32 条第１項、第２項） 
 

３ 派遣労働者の同一労働同一賃金（雇用形態に関わらない公正な待遇

の確保） 

2020（令和２）年４月１日施行の改正労働者派遣法により、同一企業内におけ

る正規雇用労働者と派遣労働者の間の不合理な待遇差が禁止されています（56頁参

照）。 

職業紹介契約 
（雇用関係成立あっせん） 

労働者派遣契約 

ああっっせせんん 
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４ 派遣労働契約の終了 

（（１１））派派遣遣労労働働契契約約のの解解除除  

派遣先の事情によって契約を中途解除する場合は、派遣先は、派遣元の合意

を得ると同時に、相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行わなけれ

ばなりません。 

また、派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、派遣

労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。 

派遣先において、新たな就業機会の確保ができないとき、派遣元は、派遣労

働者を解雇するのではなく、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業

手当の支払い等の責任を果たさなければなりません。 

一方、派遣先においては、休業手当等により生じた派遣元の損害を賠償しな

ければなりませんし、派遣元から請求があったときは、中途解除を行った理由

を派遣元に対し、明らかにしなければなりません。 

なお、労働者派遣契約の締結時には、派遣先が行う上記の事項を派遣契約書

に定める必要がありますが、派遣契約書に定めがない場合であっても、派遣先

は措置を行う必要があります。 

（（２２））派派遣遣労労働働者者のの解解雇雇  

派遣契約が中途で解除されても、派遣元は派遣労働者を解雇することはでき

ません。派遣元は、派遣契約期間中は、派遣先と連携する等により、就業機会

を確保しなければなりません。就労先が見つからず、休業させる場合は、休業

手当（労基法第26条）を支払わなければなりません。 
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2020（令和２）年４月１日施行のパートタイム・有期雇用労働法、改正労働契約

法、改正労働者派遣法により、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労

働者（※）の間の不合理な待遇差が禁止されています。また、同改正により行政に

よる事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）が整備されてい

ます。 

※ パートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者を指す。 

 

１ 不合理な待遇差の禁止 

（（１１））パパーートトタタイイムム労労働働者者・・有有期期雇雇用用労労働働者者  

①①  均均衡衡待待遇遇（（不不合合理理なな待待遇遇差差のの禁禁止止））  

 職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の内容を考慮して不合 

理と認められる待遇差を設けることが禁止されます（パートタイム・有期雇用 

労働法第８条）。 

②②  均均等等待待遇遇（（差差別別的的取取扱扱いいのの禁禁止止））  

 職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取扱いが禁止さ 

れます（パートタイム・有期雇用労働法第９条）。 

（（２２））派派遣遣労労働働者者  

派遣労働者については、 

① 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇（「「派派遣遣先先均均等等・・均均衡衡方方式式」」） 

② 一定の要件（同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金

であること等）を満たす労使協定による待遇（「「労労使使協協定定方方式式」」） 

のいずれかを確保することが必要となります（労働者派遣法第 30 条の３、 

第 30 条の４）。 

 

２ 待遇に関する説明義務 

事業主は、非正規雇用労働者を雇入れる際には、その待遇についての説明を行い、

また、説明を求められた際には非正規雇用労働者に対して正規雇用労働者との待遇

差の内容や理由などについて、説明しなければなりません。 

同一労働同一賃金 について 
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2020（令和２）年４月１日施行のパートタイム・有期雇用労働法、改正労働契約

法、改正労働者派遣法により、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労

働者（※）の間の不合理な待遇差が禁止されています。また、同改正により行政に

よる事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）が整備されてい

ます。 

※ パートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者を指す。 

 

１ 不合理な待遇差の禁止 

（（１１））パパーートトタタイイムム労労働働者者・・有有期期雇雇用用労労働働者者  

①①  均均衡衡待待遇遇（（不不合合理理なな待待遇遇差差のの禁禁止止））  

 職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の内容を考慮して不合 

理と認められる待遇差を設けることが禁止されます（パートタイム・有期雇用 

労働法第８条）。 

②②  均均等等待待遇遇（（差差別別的的取取扱扱いいのの禁禁止止））  

 職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取扱いが禁止さ 

れます（パートタイム・有期雇用労働法第９条）。 

（（２２））派派遣遣労労働働者者  

派遣労働者については、 

① 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇（「「派派遣遣先先均均等等・・均均衡衡方方式式」」） 

② 一定の要件（同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金

であること等）を満たす労使協定による待遇（「「労労使使協協定定方方式式」」） 

のいずれかを確保することが必要となります（労働者派遣法第 30 条の３、 

第 30 条の４）。 

 

２ 待遇に関する説明義務 

事業主は、非正規雇用労働者を雇入れる際には、その待遇についての説明を行い、

また、説明を求められた際には非正規雇用労働者に対して正規雇用労働者との待遇

差の内容や理由などについて、説明しなければなりません。 

同一労働同一賃金 について 
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（（１１））雇雇入入れれ時時  

事業主は、非正規雇用労働者に対する雇用管理上の措置の内容（賃金、教育

訓練、福利厚生施設の利用、正規雇用転換の措置等）について説明することが

必要です（パートタイム・有期雇用労働法第 14 条第１項、労働者派遣法第 31

条の２第２項）。また、派遣労働者の場合、派遣元事業主は、労働者を派遣しよ

うとする時にも説明することが必要です（労働者派遣法第 31 条の２第３項）。 

（（２２））説説明明のの求求めめががああっったた場場合合  

非正規雇用労働者から求めがあった場合、事業主は正規雇用労働者との間の

待遇差の内容・理由等を説明する義務があります（パートタイム・有期雇用労

働法第 14 条第２項、労働者派遣法第 31 条の２第４項）。 

（（３３））不不利利益益取取扱扱いいのの禁禁止止  

労働者が（２）の説明を求めたことを理由として、当該労働者に対して不利

益な取扱いをすることは禁止されます（パートタイム・有期雇用労働法第 14 条

第３項、労働者派遣法第 31 条の２第５項）。 

 
＜＜ココララムム６６＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    

「「同同一一労労働働同同一一賃賃金金ガガイイドドラライインン」」でで不不合合理理なな待待遇遇差差のの具具体体例例をを確確認認ししててみみままししょょうう！！  

厚生労働省では、「同一労働同一賃金ガイドライン（短時間・有期雇用労働者及び派遣

労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）」を公表しています。 

このガイドラインでは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在す

る場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでない

のか、原則となる考え方及び具体例が示されています。 

不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開

発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載されています。 

 

 
①基本給  ②賞与 
③手当 
役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、精皆勤手当、時間外労働手当、深夜労働・休日労働
手当、通勤手当・出張旅費、食事手当、単身赴任手当、地域手当 
④福利厚生 
福利厚生施設、転勤者用社宅、慶弔休暇・健康診断に伴う勤務免除、受診時間に係る給与の保
障、病気休職、法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇 
⑤その他 
教育訓練、安全管理に関する措置及び給付 

ガイドラインの詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

0000190591.html 

  

ガイドラインで示されているもの 
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１ 外国人の就労制限 

外国人の方は、「出入国管理及び難民認定法」（以下「入管法」という。）で定

められる在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。 

現在、就労の可否に着目すると次の４種類に分けられます。外国人の方を雇用す

る際には、これらの在留資格に着目し、就労が認められているかどうかを確認する

必要があります。 

（（１１））在在留留資資格格にに定定めめらられれたた範範囲囲内内ででのの就就労労がが認認めめらられれるるもものの 

   外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職（１号、２号）、経営・

管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業

内転勤、介護、興行、技能、特定技能（１号、２号）、技能実習（１号、２号、３号） 

（（２２））就就労労のの可可否否はは指指定定さされれるる活活動動にによよるるもものの  

   特定活動 

（（３３））就就労労がが認認めめらられれなないい在在留留資資格格  

   文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 

   ただし、「留学」「家族滞在」の在留資格を持つなど一定の要件を満たす在

留者は、地方出入国在留管理局の「資格外活動許可」をもって、就労が可能と

なります。 

   収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動可能時間： 

１週28時間以内（学校の夏休み等の長期休業期間中は、１日８時間以内） 

（（４４））就就労労活活動動にに制制限限ががなないい在在留留資資格格    

   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 

   日系２世・３世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留す

る場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格を持つ

日系人の方が就労するためには、地方出入国在留管理局において在留資格変更

の許可を受ける必要があります。 

 

詳細は、下記の法務省出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。 

http://www.moj.go.jp/isa/index.html 

 

 

外 国 人 の 雇 用 に つ い て 
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１ 外国人の就労制限 

外国人の方は、「出入国管理及び難民認定法」（以下「入管法」という。）で定

められる在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。 

現在、就労の可否に着目すると次の４種類に分けられます。外国人の方を雇用す

る際には、これらの在留資格に着目し、就労が認められているかどうかを確認する

必要があります。 

（（１１））在在留留資資格格にに定定めめらられれたた範範囲囲内内ででのの就就労労がが認認めめらられれるるもものの 

   外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職（１号、２号）、経営・

管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業

内転勤、介護、興行、技能、特定技能（１号、２号）、技能実習（１号、２号、３号） 

（（２２））就就労労のの可可否否はは指指定定さされれるる活活動動にによよるるもものの  

   特定活動 

（（３３））就就労労がが認認めめらられれなないい在在留留資資格格  

   文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 

   ただし、「留学」「家族滞在」の在留資格を持つなど一定の要件を満たす在

留者は、地方出入国在留管理局の「資格外活動許可」をもって、就労が可能と

なります。 

   収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動可能時間： 

１週28時間以内（学校の夏休み等の長期休業期間中は、１日８時間以内） 

（（４４））就就労労活活動動にに制制限限ががなないい在在留留資資格格    

   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 

   日系２世・３世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留す

る場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格を持つ

日系人の方が就労するためには、地方出入国在留管理局において在留資格変更

の許可を受ける必要があります。 

 

詳細は、下記の法務省出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。 

http://www.moj.go.jp/isa/index.html 

 

 

外 国 人 の 雇 用 に つ い て 
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２ 外国人雇用状況の届出制度 

事業主は、外国人（特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く）の

雇入れ・離職の際には、その氏名や在留資格等についてハローワークへ届け出なけ

ればなりません（労働施策総合推進法第28条）。なお、留学生等が行うアルバイト

についても届出の対象となりますので、資格外活動の許可を得ていることも確認の

上、届け出る必要があります。 

 

３ 外国人労働者の雇用管理 

労働基準法や最低賃金法、健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令

は、国籍を問わず、外国人にも日本人と等しく適用されます。また、労働条件面で

の国籍による差別も禁止されています。 

また、事業主は、雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職

業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努め

るとともに、その雇用する外国人が解雇等の理由により離職する場合において、当

該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助

に関し必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています（労働施策

総合推進法第７条）。国では、事業主が適切に対処することができるよう、以下の

ような指針を設けています。 

    ～外国人労働者の雇用管理の改善等に関して 

事業主が適切に対処するための指針（抄）～ 

○ 外国人労働者の募集及び採用の適正化 

 募集時の労働条件の明示、公平な採用等 

○ 適正な労働条件の確保 

均等待遇、労働条件の明示、適正な労働時間の管理、労働基準法等関係法令の

周知等 

○ 安全衛生の確保 

安全衛生教育、労働災害防止のための日本語教育、労働災害防止に関する標識、

掲示等 

○ 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用等 

  制度の周知及び必要な手続きの履行、保険給付の請求等についての援助等 

○ 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等 

適切な人事管理、生活支援、教育訓練の実施、福利厚生施設、帰国及び在留資

格の変更等の援助等 

○ 解雇等の予防及び再就職援助 

〇 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項 

〇 外国人労働者の雇用労務責任者の選任 

〇 外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置 
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＜＜ココララムム７７＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    

 

外外国国人人労労働働者者のの適適正正なな人人事事管管理理にに向向けけてて、、いいまま一一度度、、外外国国人人雇雇用用管管理理指指針針をを  

チチェェッッククししててみみままししょょうう！！  

 

外国人が我が国で安心して就労し、企業や地域社会の一員として活躍するため

には、事業主による関係法令の遵守や適切な待遇の確保、日本人との相互理解等

を通じた魅力ある職場環境の整備、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の適

切な支援等が重要となります。 

このため、厚生労働省は「外国人雇用管理指針（外国人労働者の雇用管理の改

善等に関して事業主が適切に対処するための指針）」で事業主が行うべき事項を

定めています。 

指針では、適正な人事管理として、労働契約の締結において、賃金、労働時間

等主要な労働条件について書面等で明示することが必要であり、その際、母国語

等により外国人が理解できる方法で明示するよう努めることとされています。 

賃金の支払い、労働時間管理、安全衛生の確保等については、労働基準法、最

低賃金法、労働安全衛生法等に従って適切に対応することとされています。ま

た、安全衛生教育を実施する場合、母国語等を用いる、視聴覚教材を用いる等、

外国人労働者が内容を理解できる方法で行い、特に、使用する機械・原材料等の

危険性・有害性のみならず、安全装置、保護具の取扱方法等が確実に理解される

ように留意することとされています。 

また、人事管理に当たっては、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確

化、評価・賃金決定、配置等の運用の透明性・公正性を確保し、環境の整備に努

めることとされています。 

外国人雇用管理指針の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou 

_roudou/koyou/gaikokujin/index.html 
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＜＜ココララムム７７＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    

 

外外国国人人労労働働者者のの適適正正なな人人事事管管理理にに向向けけてて、、いいまま一一度度、、外外国国人人雇雇用用管管理理指指針針をを  

チチェェッッククししててみみままししょょうう！！  

 

外国人が我が国で安心して就労し、企業や地域社会の一員として活躍するため

には、事業主による関係法令の遵守や適切な待遇の確保、日本人との相互理解等

を通じた魅力ある職場環境の整備、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の適

切な支援等が重要となります。 

このため、厚生労働省は「外国人雇用管理指針（外国人労働者の雇用管理の改

善等に関して事業主が適切に対処するための指針）」で事業主が行うべき事項を

定めています。 

指針では、適正な人事管理として、労働契約の締結において、賃金、労働時間

等主要な労働条件について書面等で明示することが必要であり、その際、母国語

等により外国人が理解できる方法で明示するよう努めることとされています。 

賃金の支払い、労働時間管理、安全衛生の確保等については、労働基準法、最

低賃金法、労働安全衛生法等に従って適切に対応することとされています。ま

た、安全衛生教育を実施する場合、母国語等を用いる、視聴覚教材を用いる等、

外国人労働者が内容を理解できる方法で行い、特に、使用する機械・原材料等の

危険性・有害性のみならず、安全装置、保護具の取扱方法等が確実に理解される

ように留意することとされています。 

また、人事管理に当たっては、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確

化、評価・賃金決定、配置等の運用の透明性・公正性を確保し、環境の整備に努

めることとされています。 

外国人雇用管理指針の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou 

_roudou/koyou/gaikokujin/index.html 
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１ 在籍出向 

在籍出向とは、労働者が現在の企業に在籍したまま（従業員としての地位を保持

したまま）、他企業においてその労務に従事することです。 

この場合、出向する労働者（出向労働者）は出向元、出向先双方との間で労働契

約関係を有することとなります。出向中における出向元と出向労働者との関係につ

いては、休職となり身分関係のみが残っている場合や、身分関係が残っているにと

どまらず出向中も出向元が賃金の一部について支払義務を負う場合など様々な形

態があります。 

在籍出向させる場合には、労働契約、就業規則、労働協約等で出向命令権の根拠

が必要となります。ただし、業務上の必要性がない場合や出向先での職務が従前の

職務とは著しく異なり、その人選の合理的理由も示されていない場合には、その出

向命令は権利濫用となり無効となります（労契法第 14 条）。 

出向命令が正当なものと認められる場合の出向拒否については、命令違反として

当該企業の懲戒規定に従った処分が認められます。 

 

２ 転籍出向 

転籍出向（転籍）とは、労働者が現在の企業との労働契約関係を終了させて新た

に他企業との間に労働契約関係を成立させることです。 

この場合、出向元と出向する労働者（出向労働者）との労働契約関係は消滅し、

出向先のみとの労働契約関係となるため、出向労働者に対する労働基準法における

使用者としての責任はすべて出向先が負うこととなります。 

転籍は、元の雇用先との雇用契約を終了させ、転籍先の企業との間で新たな雇用

契約を生み出すことから、企業は原則として、事前の包括的な同意や就業規則・労

働契約上の規定のみを根拠として従業員に転籍を命じることはできず、その都度労

働者から個別の同意を得ることが必要となります。 

また、使用者は原則として、転籍拒否を理由とする懲戒処分はできません。 

 

３ 配置転換 

配置転換（配転）とは、一般的に同一企業の中で職務や勤務場所を変更すること

をいいます。このうち、労働者の住居の移転を伴うものを転勤ということがあります。 

使用者は、勤務地や職種を限定せずに採用した場合には、一般的に労働者の個別

出 向 と 配 置 転 換 に つ い て  
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の同意がなくても有効な業務命令により配転を命じることができます。 

ただし、配転・転勤命令が有効であるためには、就業規則、労働協約などに労働

契約上の根拠が必要となります。 命令権の範囲が明文で特定されていない場合は、

就業規則や労働協約の規定、企業内慣行、労働契約締結時の状況等から合理的に判

断されます。 

職種や勤務地が限定された労働契約の場合は、その限定された職種・勤務地の範

囲が、配転命令の範囲となります。 

なお、不当労働行為を意図した配転等法令に違反する配転・転勤命令は無効とな

ります。また、次のような配転・転勤命令は、権利の濫用として無効となります。 

①  業務の必要性がない場合 

②  配転命令が他の不当な動機・目的（例えば、嫌がらせによる退職強要）によ

る場合 

③  合理的理由がない場合（例えば、結婚・出産等を理由とするもの） 

④  当該配転命令が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもので

あるとき（例えば、労働条件が著しく低下するもの）などに該当する場合 
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１ 解雇・退職とは 

 解雇とは、使用者と労働者が結んだ雇用関係を、使用者が一方的に終了させるこ

とです。したがって、それ以外のものが退職となりますが、主なものは以下のとお

りです。 

①①  労労使使間間のの合合意意にによよるる労労働働契契約約のの解解約約  

②②  労労働働者者のの一一方方的的なな意意思思表表示示にによよるる解解約約  

  原則として、期間の定めのない労働契約は、２週間前までに退職の申出をす

れば、法律上辞めることができます（民法第627条第1項）。 

期間の定めのある労働契約の場合、契約期間満了前に退職することは、やむ

を得ない事情がない限り、契約違反となります。 

③③  労労働働契契約約にに期期間間のの定定めめががああるる場場合合のの期期間間のの満満了了 

 期間の定めがある労働契約が反復更新されており、実質的に期間の定めのな

い労働契約となっていると認められるときは、契約の更新をしないこと（雇止

め）が無効となることがあります（48頁「（10）雇止めの制限」参照）。 

④④  休休職職期期間間のの満満了了        

⑤⑤  定定年年      

⑥⑥  労労働働者者のの死死亡亡  

 

２ 退職時の証明 

 労働者は、退職時（解雇を含む。）に次の事項について、使用者に証明を求める

ことができます（労基法第22条）。 

また、解雇を予告された労働者は当該解雇の予告をなされた日から退職の日まで

の間においても、使用者に対して解雇理由について証明書を請求することができます。 

①①  使使用用期期間間    ②②  業業務務のの種種類類    ③③  そそのの事事業業ににおおけけるる地地位位  ④④  賃賃金金  

⑤⑤  自自己己都都合合退退職職、、勧勧奨奨退退職職、、定定年年退退職職ななどど労労働働者者がが身身分分をを失失っったた理理由由（（解解雇雇のの

場場合合ははそそのの理理由由））  

  

 

 

解 雇 と 退 職 に つ い て  
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３ 解雇制限 

 労働者保護の立場から、解雇を制限しています。主なものは、次のとおりです。 

① 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇（労基法第３条） 

② 労働者が業務上のけがや病気で休んでいる期間及びその後30日間の解雇（労基

法第19条） 

③ 産前産後の女性が労基法第65条の規定で休業している期間及びその後30日間

の解雇（労基法第19条）。妊娠中や産後１年以内の解雇についても、事業主が妊

娠、出産、産前産後休業の取得等の理由による解雇でないことを証明しない限り

無効となります（均等法第９条第４項）。 

④ 労働者が労働基準法違反の事実を労働基準監督署などに申告したことを理由

とする解雇（労基法第104条第２項） 

⑤ 労働者が労働組合の組合員であること、組合に加入したり組合を結成しようと

したこと、組合の正当な行為をしたことなどを理由とした解雇（労組法第７条第

１号） 

⑥  労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理

由とする解雇（労組法第７条第４号） 

⑦  労働者が育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由として、

解雇等不利益な取扱いをすること（育児・介護休業法第10条） 

⑧ 労働者が介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由として、

解雇等不利益な取扱いをすること（育児・介護休業法第16条） 

⑨ 労働者が公益通報をしたことを理由として、解雇等不利益な取扱いをすること

（保護法第３条、第５条） 

⑩ 労働者が裁判員として休暇を取得したことを理由として、解雇等不利益な取扱

いをすること（裁判員法第100条） 

 

４ 解雇の予告 

使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前までに予告するか、30日

分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、天災事変その他やむを得

ない理由で事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責任によって解雇する場

合は除外されます。この場合には所轄労働基準監督署長の認定が必要です（労基法

第20条、施行規則第７条）。 

なお、次の労働者には解雇の予告を行う必要はありません（労基法第21条）。 
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① 日々雇い入れられる者で雇用されてから１か月以内の者（１か月を超えて引き

続き使用される場合は除く。） 

② ２か月以内の期間を定めて使用される者（所定の期間を超えて引き続き使用さ

れる場合は除く｡） 

③ 季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者（所定の期間を超えて引

き続き使用される場合は除く｡） 

④ 試の使用期間中の者で、雇用されて14日以内の者（14日を超えて引き続き使用

される場合は除く。） 

 

５ 解雇の理由 

解雇に関する紛争の防止を図るには、基本的なルールをあらかじめ明確にするこ

とが必要です。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると

認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」としています

（労契法第16条）。 

使用者が、不況や経営不振などの理由により、解雇せざるを得ない場合に人員削

減のために行う解雇を整理解雇といいます。これは使用者側の事情による解雇です

から、次の事項に照らして整理解雇が有効か否か厳しく判断されます。 

①①  人人員員削削減減のの必必要要性性  

    人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に 

 基づいていること  

②②  解解雇雇回回避避のの努努力力  

配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力した

こと 

③③  人人選選のの合合理理性性  

整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること 

④④  適適正正なな手手続続  

労働組合又は労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について

納得を得るために説明を行うこと 
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第４章 安全と健康・安心を守る 
 

 

１ 安全衛生管理体制 

事業主は、次の者を選任するとともに、原則として、従業員50人以上の労働者を

使用する事業所では、労使が協力して安全衛生対策を推進するため､安全委員会、

衛生委員会又は両委員会を統合した安全衛生委員会を設置しなければなりません

（安衛法第17条～第19条）。 

 

２ 危害防止措置 

事業主は、「機械、危険物、電気のエネルギーなどによる危険を防止するための

措置」を始め、労働者の危険や健康障害を防止するために必要な措置をとらなけれ

ばなりません（安衛法第 20 条～24 条）。なお、これらの具体的な防止措置は労働

安全衛生規則に安全基準や衛生基準として定められています。 

 

 

名 称 根 拠 選任しなければならない事業所 主 な 業 務 

総 括 安 全 
衛生管理者 

安衛法 
第 10 条 

(ア)林・鉱・建設・運送業及び清掃業を営む従業員
100 人以上の事業場。(イ)製造･通信･電気･ガス･水
道･熱供給･各種商品卸売業・各種商品小売業等を営
む従業員300人以上の事業場。(ウ)その他の業種を営
む従業員1,000人以上の事業所 

安全管理者及び衛生管理者等を指
揮し、安全教育や健康診断等を実
施し、指導する。 

安全管理者 第 11 条 
上記(ア)、(イ)の業種であって従業員50人以上の事
業所 

安全に係る技術的な管理を行う。 

衛生管理者 第 12 条 従業員50人以上のすべての事業所 衛生に係る技術的な管理を行う。 

安 全 衛 生 
推 進 者 

第 12 条
の ２ 

上記(ア)、(イ)の業種であって従業員10人以上50
人未満の事業所 

安全衛生業務について権限と責任
を有する者の指揮を受けて、安全
衛生に係る業務を行う。 

衛生推進者 
第 12 条
の ２ 

上記(ウ)の業種であって従業員 10 人以上 50 人未
満の事業所 

安全衛生業務について権限と責任
を有する者の指揮を受けて、衛生
に係る業務を行う。 

産 業 医 第 13 条 従業員50人以上のすべての事業所 
健康診断の実施や衛生教育など医
学的な指導を行う。 

作業主任者 第 14 条 
高圧室内作業・有機溶剤作業等の危険有害作業を行
う事業所 

危険有害作業に従事する従業員を
指揮監督する。 

統 括 安 全 
衛生責任者 

第 15 条 

建設業及び造船業の元方事業者で、常時 50人以上
（ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧
気工法による作業を行う仕事にあっては、常時 30
人以上）の労働者が従事する事業場 

複数の事業者が１つの場所で作業
を行う場合の安全衛生について指
揮監督する。 

安 全 衛 生 
責 任 者 

第 16 条 
統括安全衛生責任者の選任義務のある事業者以外
の当該作業所で作業する請負人 

統括安全衛生責任者との連絡及び
関係者への連絡を行う。 

労働者の安全と健康の確保について  
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労働者の安全と健康の確保について  
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３ 労働者の就業に当たっての措置  

事業主は、労働者を雇入れたときや作業内容を変更したときなどには、安全衛生

教育を行わなければなりません（安衛法第 59 条）。 

 また、事業主は、クレーンの運転等の一定の業務については、免許を有する者、

一定の技能講習を終了した者等でなければ就業させてはなりません。また、中高年
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５ ストレスチェック制度とは 

「ストレスチェック制度」とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把

握するための検査（ストレスチェック）や、検査結果に基づく医師による面接指

導の実施などを事業者に義務付ける制度（ストレスチェックが義務付けられるの
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は、常時50人以上の労働者を使用する事業場。50人未満の事業場は当分の間努力

義務）です。 

 

６ 労働保険・社会保険 

労働保険とは労災保険と雇用保険を合わせたもので、労働者の雇用や生活を守る

ために作られた国の制度です。 

労働保険の詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/ 

 

 

社会保険（健康保険・厚生年金保険）については、日本年金機構ホームページを

ご確認ください。 

https://www.nenkin.go.jp/service/index.html 

 

 

＜＜ココララムム８８＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    
  

パパーートト・・アアルルババイイトト（（短短時時間間労労働働者者））のの社社会会保保険険（（健健康康保保険険・・厚厚生生年年金金保保険険））

のの適適用用がが拡拡大大さされれまますす！！  

 

パート・アルバイト（短時間労働者）について、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の

適用対象とすべき事業所の企業規模要件が段階的に引き下げられ、2022（令和４）年 10月

からは 101人以上の規模になりました。また、2024（令和６）年 10月からは 51人以上の規

模となります。 

加入対象となるパート・アルバイト（短時間労働者）は、2022（令和４）年 10月から以

下の要件を全て満たす方となりました。 

① 週の所定労働時間が 20時間以上 

② 月額賃金が 88,000円以上  

③ 継続して２か月を超えて雇用される見込みがある 

④ 学生ではない 

 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/ 
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１ パワーハラスメントとは 

2020（令和２）年６月１日施行の改正労働施策総合推進法により、職場における

パワーハラスメントとは、下記の３つの要素を全て満たすものと規定されました

（労働施策総合推進法第 30 条の２第１項）。 

① 優越的な関係を背景とした言動 

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 

③ 労働者の就業環境を害すること（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること） 

なお、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指

導は、パワーハラスメントには該当しません。 

 

２ セクシュアルハラスメントとは 

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、職場において行われる、労働者の

意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件につい

て不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることをいいます。 

なお、性的な言動を行う者は、労働者を雇用する雇用主や上司、同僚に限らず、

取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校に

おける生徒等もなり得ます。また、自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハ

ラスメントを行った場合の協力要請も、事業者に義務付けられています。 

ハラスメントの対象は異性に対するものだけではなく、同性に対するものの含ま

れます。被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であれば

セクシュアルハラスメントに該当します。（72 頁＜コラム 10＞参照） 

 

３ 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントとは 

 職場における「妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント」とは、職場にお

いて行われる、上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に

関する言動）により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男

女労働者の就業環境が害されることをいいます。 

 なお、労働者が妊娠、出産したことや、育児休業を取得したことなどを理由に、

解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています

（44 頁「４（２）不利益取扱いの禁止」参照）。 

 

ハハ ララ スス メメ ンン トト のの 防防 止止 にに つつ いい てて  
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４ ハラスメントの防止のために講ずべき措置 

事業主は、職場におけるハラスメントの発生を防止するため、雇用管理上、次の

10項目（①～⑩）について、必要な措置を講じなければなりません（労働施策総合

推進法第30条の２第１項、均等法第11条、同法第11条の３第１項、育児・介護休業

法25条第１項、令和２年厚生労働省告示第５号、同告示第６号、令和３年厚生労働

省告示第366号）。  

なお、派遣労働者に対しては、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主も措置を

講じなければなりません。 

（（１１））事事業業主主のの方方針針のの明明確確化化及及びびそそのの周周知知・・啓啓発発  

① 職場におけるハラスメントの内容、及びハラスメントがあってはならない旨

の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること  

② ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を

就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること 

（（２２））相相談談（（苦苦情情をを含含むむ））にに応応じじ、、適適切切にに対対応応すするるたためめのの必必要要なな体体制制のの整整備備  

③ 相談窓口をあらかじめ定めること 

④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること 

（（３３））職職場場ににおおけけるるハハララススメメンントトにに係係るる事事後後のの迅迅速速かかつつ適適切切なな対対応応  

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること 

⑥ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行

うこと 

⑦ 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと 

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること（事実が確認できなかった場合も同様） 

（（４４））((11))～～((33))のの措措置置とと併併せせてて講講ずずべべきき措措置置  

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知

すること 

⑩ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱

いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること 

 

５ 不利益取扱いの禁止 

 事業主は、労働者が職場におけるハラスメントについての相談をしたことや雇用

管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益取扱い

をすることは禁止されています。（労働施策総合推進法第 30 条の２第２項、均等法

第 11 条第２項、同法第 11 条の３第２項、育児・介護休業法第 25 条第２項） 
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＜＜ココララムム９９＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～   

  

「「カカススタタママーーハハララススメメンントト」」っっててごご存存じじでですすかか？？  

 

「カスタマーハラスメント」とは、厚生労働省の指針によると、「顧客等から

の著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求）により、雇

用する労働者の就業環境が害されること」と規定されています。 

近年、従業員等に対する悪質クレーム等により就業環境が害される事案が多

く発生していることから、その防止に向けた措置を講じることが必要となって

います。 

厚生労働省の指針では、「事業主は、顧客等からの著しい迷惑行為により、雇

用する労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ

るとともに、適切に対応する体制を整備することが望ましい」としています。 

また、顧客からの著しい迷惑行為による被害を防止する上では、事業主が、

こうした行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行う

ことも有効としています。 

企業向けマニュアル、リーフレット、ポスターについては厚生労働省ホーム

ページからご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou 

_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html 

 

消費者庁においては、「消費者が意見を伝える際のポイント」を作成し、 

啓発を行っています。 

ポイント１ ひと呼吸、置こう！ 

ポイント２ 言いたいこと、要求したいことを「明確に」、 

そして「理由」を丁寧に伝えましょう！ 

ポイント３ 事業者の説明も聞きましょう！ 

自立した消費者として意見がきちんと相手に伝わるよう、「伝え方」にも配慮

していきましょう。 
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＜＜ココララムム 11００＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    

  

「「LLGGBBTT」」とと「「SSOOGGII」」っっててごご存存じじでですすかか？？  

 

「LGBT」とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー

の頭文字を取った言葉で、性的少数者の総称として用いられています。しかし、

「LGBT」という表現では、他の多様なセクシュアリティを表しきれていない

点や、性的指向・性自認について多数者と少数者で分ける概念自体が差別を生

む可能性をはらんでいる点において、課題がありました。 

そこで、新たに「SOGI」という言葉が用いられはじめています。「SOGI」と

は、「Sexual Orientation（性的指向）」「Gender Identity（性自認）」の頭文字

から取った言葉で、全ての人の性的指向・性自認を表しています。 

男女雇用機会均等法の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置についての指針（※）」には、性的指向・性自認

「SOGI」に関わらず、全ての人が対象となることを明記しており、事業主が、

セクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上講ずるべき措置について定

めています。 

また、指針では、上記措置の具体策等について、就業規則などの社内文書に記

載すべきである等の内容を示しています。 

 

性的指向・性自認を理由に、採用拒否や面接打切りを行ったり、昇進や昇格、

配置に関する差別的対応を行ったりする行為等が起こらないよう、社内で就業

規則を整え相談窓口を設ける等して、誰もが性的指向・性自認に関係なく気持

ちよく働くことができる環境の整備に努めましょう。 

 

※ 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上
講ずべき措置についての指針」については、厚生労働省のホームページを

ご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000 

/000605548.pdf 
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＜＜ココララムム 11００＞＞  ～～ココーーヒヒーーブブレレーークク～～    

  

「「LLGGBBTT」」とと「「SSOOGGII」」っっててごご存存じじでですすかか？？  

 

「LGBT」とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー

の頭文字を取った言葉で、性的少数者の総称として用いられています。しかし、

「LGBT」という表現では、他の多様なセクシュアリティを表しきれていない

点や、性的指向・性自認について多数者と少数者で分ける概念自体が差別を生

む可能性をはらんでいる点において、課題がありました。 

そこで、新たに「SOGI」という言葉が用いられはじめています。「SOGI」と

は、「Sexual Orientation（性的指向）」「Gender Identity（性自認）」の頭文字

から取った言葉で、全ての人の性的指向・性自認を表しています。 

男女雇用機会均等法の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置についての指針（※）」には、性的指向・性自認

「SOGI」に関わらず、全ての人が対象となることを明記しており、事業主が、

セクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上講ずるべき措置について定

めています。 

また、指針では、上記措置の具体策等について、就業規則などの社内文書に記

載すべきである等の内容を示しています。 

 

性的指向・性自認を理由に、採用拒否や面接打切りを行ったり、昇進や昇格、

配置に関する差別的対応を行ったりする行為等が起こらないよう、社内で就業

規則を整え相談窓口を設ける等して、誰もが性的指向・性自認に関係なく気持

ちよく働くことができる環境の整備に努めましょう。 

 

※ 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上
講ずべき措置についての指針」については、厚生労働省のホームページを

ご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000 

/000605548.pdf 
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 近年、労働者個人と使用者との間の労働問題を巡るトラブル、いわゆる「個別労

働関係紛争」が増加しています。 

 こうした労使間のトラブルは、当事者間の話合いによる自主的な解決が原則では

ありますが、自主解決が困難な場合には、中立・公正な機関による迅速かつ適正な

解決を図るための援助が求められます。 

このため、2001（平成 13）年 10 月に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する

法律」が施行され、国や都道府県における、個別労働関係紛争の解決促進に向けた

体制の整備がされています。 

 

１ 愛知県労働委員会が行う個別労働関係紛争の解決援助制度 

愛知県労働委員会では、個々の労働者と事業主の間の雇用条件等に関するトラブ

ル、いわゆる個別労働関係紛争を話合いにより解決することをお手伝いするため、

個人を対象とした「あっせん」を行っています。 

① あっせんは、労働者個人でも使用者でも申出ができます（無料）。 

② あっせんは、当事者双方の言い分をお聞きして紛争解決に結びつく合意点を探

り、話合いによって解決することをお手伝いする制度です。 

③ あっせんは、話合いによる紛争解決をお手伝いする制度ですから、当事者双方

が話合いによる解決を望んでいる場合に行います。 

④ 対象事案は、労働条件その他労働関係に関する事項について個々の労働者と事

業主との間の紛争です。 

なお、次のような場合は、この制度を利用できません。 

 ア 紛争の内容があっせんに適さないとき 

(a) 裁判所で係争中のとき、又は判決が確定したとき 

(b) 同一の事案について、労働局など他の機関による手続きが進行中のとき 

 イ 相手方があっせんに応じないとき 

 ウ 労働者と使用者の間で話合いが行われておらず、労働紛争に至っていないとき 

 

 

 

 

 

労 使 紛 争 の 解 決 に つ い て 
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２ 愛知労働局が行う個別労働関係紛争の解決援助制度 

 愛知労働局では、前記の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づ

き、愛知労働局に設置された紛争調整委員会が、職場における個々の労働者と事業

主の間の紛争（個別労働関係紛争）の円満な解決を図るためのあっせんを行ってい

ます。 

①  あっせんは無料です。 
②  当事者間であっせん案に合意した場合、受諾されたあっせん案は、民事上の和

解契約の効力をもつこととなります。 
 
３ 労働審判制度とは 

 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主

間に生じた紛争を解決する労働審判制度が2006（平成18）年４月１日から実施され

ています。 

① 労働審判手続は、地方裁判所で行われ、裁判官（労働審判官）のほか労働関係

に関する専門的な知識を有する労働審判員２名が加わって組織される労働審判

委員会で行われます。 

② 当事者から労働審判手続の申立てがあった場合には、相手方の意向にかかわら

ず手続きを進行させ、原則として調停により解決又は労働審判が行われます。 

③ 審理の回数は、特別な事情がある場合を除いて３回以内の期日で審理を終結し

ます。 

なお、調停もしくは労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。 

④ 労働審判に対する異議申し立てにより、労働審判が失効した場合や、労働審

判委員会が労働審判を行うことが不適当であると判断し、労働審判を終了させ

た場合等は、訴訟へ移行します。 
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第５章 集団的労使関係 

 

１ 労働組合とは 

労働者と使用者は法のうえでは対等となっています。しかし、労働者は「雇われ

る」という弱い立場にあり、労働者個人では使用者と対等な立場に立つことができ

ません。そこで、労働者は団結することによって使用者と実質的に対等な立場に立

ち、賃金や労働時間などの労働条件を決めることが認められています。 

 憲法第 28 条では、勤労者の団結権等が保障されていますが、これを受けて制定

されたのが労働組合法です。労働組合法では、労働組合とは、労働者が主体となっ

て、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的

として組織する団体又はその連合団体とされています（労組法第２条）。 

 

２ 労働組合結成の要件 

（（１１））目目的的上上のの要要件件  

賃金その他の労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主 

たる目的として組織する団体でなければなりません。 

   したがって、政治運動や社会運動を主な目的とする団体や組合員のための福 

利事業のみを目的とするものは、それが労働者の団体であっても労働組合とは 

いえません（労組法第２条第３号、第４号）。 

（（２２））組組織織上上のの要要件件  

   労働者が主体となって、自主的に組織する団体でなくてはなりません。 

   会社の役員、人事等の権限を持つ監督的地位にある者、労働関係の計画と 

方針についての機密の事項に接し、そのため、その職務上の義務と責任とが 

組合員としての誠意と責任とに、直接に抵触する監督的地位にある者、その他 

使用者の利益を代表する者を参加させてはいけません（労組法第２条第１号）。 

また、使用者から労働組合運営のための経費の支出につき経理上の援助も 

許されません。ただし、①労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことな 

く団体交渉を行うこと、②福利厚生のためなどの寄付を受けること、③最小 

限の広さの組合事務所を与えられることなどは例外とされます（労組法第２条 

第２号）。 

  

労 働 組 合 の結 成 について  
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（（３３））民民主主性性のの要要件件  

   労働組合は組織運営を民主的に行うため、労働組合法第５条第２項にあげら 

れている項目を含む組合規約をつくり、組合員の多数の意思を尊重して運営さ 

れなければなりません。 

なお、労働組合の結成にあたっては、届出等の手続を要しません。しかし、 

労働組合が、①不当労働行為の申立てを行い、救済を受けようとする場合、② 

法人登記をする場合、③労働委員会の労働者委員の推薦をする場合などは、前 

述の３つの要件を満たしていることについて、労働委員会の資格証明を受ける

ことが必要です（労組法第５条、第 11 条、労働委員会規則第 22 条）。 

 

 

 

 

－組合規約で定められなければならない項目－ 

１ 組合の名称 

２ 主たる事務所の所在地 

３ 組合員は組合のすべての問題に参加することができ、また均等な取扱いを受ける

権利を有すること。 

４ どんな人でも、あらゆる場合に、その人の人種、宗教、性別、門地又は身分を理

由に組合員としての資格を奪われないこと。 

５ 組合の役員は、組合員の直接無記名投票で選挙すること。ただし、連合体や単位

組合でも全国にわたるような組合の役員は、単位組合の組合員が直接無記名投票

で選挙した代議員の直接無記名投票により選挙されること。 

６ 大会（総会）は毎年１回以上開催すること。 

７ すべての財源とその使いみち、主な寄附者の氏名、現在の財産状態を知らせるた

めに会計報告を毎年１回以上組合員全員に発表すること。その際には組合員全員の

意思によって委嘱された「職業として、会計監査をする資格のある人」の「この会

計報告は正確である」という証明書を添えなければならないこと。 

８ 同盟罷業（ストライキ）を始めるかどうかは、組合員（特に大きな組合の場合に

は、組合員の直接無記名投票で選ばれた代議員）の直接無記名投票で決めなければ

ならず、ストライキを始めるには、投票数の過半数の賛成が必要なこと。 

９ 規約の変更は、組合員の直接無記名投票で決め、組合員総数の過半数の賛成がな

ければならないこと。この場合にも、連合体や単位組合でも日本全国にわたるよう

な大きな組合についてだけ、組合員が直接無記名投票で選んだ代議員の直接無記名

投票で、代議員の総数の過半数の賛成で決めること。 
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近年、業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働組合が、契

約先に対して団体交渉を求めたところ、労働者ではないとして団体交渉を拒否され、

紛争に至る事例が生じています。 
労働組合法で定義される「労働者」に該当するか否かについて判断が困難な事例

が多い中で、確立した判断基準が存在しなかったこともあり、このような紛争を取

り扱った労働委員会の命令と裁判所の判決で異なる結論が示され、法的安定性の点

から問題となっていました。 
このため、厚生労働省の労使関係法研究会は 2011（平成 23）年７月 25 日、労働

組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働委員会命令・裁判例等を踏

まえ、労働者性の判断基準を報告書として取りまとめました。 

具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしています。 
（（１１））基基本本的的判判断断要要素素  

① 事業組織への組入れ 
   労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織 
 内に確保されているか。 
② 契約内容の一方的・定型的決定 
   契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・ 
 定型的に決定しているか。 
③ 報酬の労務対価性 
   労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての 
 性格を有するか。 

（（２２））補補充充的的判判断断要要素素  

① 業務の依頼に応ずべき関係 
   労務供給者が、相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき 
 関係にあるか。 
② 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束 
   労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味 
 で解することができるか、労務の提供にあたり、日時や場所について一定の拘 
 束を受けているか。 

（（３３））消消極極的的判判断断要要素素  

① 顕著な事業者性 
   労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し、自らリスクを引 
 き受けて事業を行う者と見られるか。 

労働組合法上の労働者性の判断基準について 
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１ 団体交渉とは 

団体交渉とは、労働条件の維持改善のために労働組合がその代表者を通じて使用

者と交渉することです。 

 使用者が正当な理由がなく団体交渉を拒むことは不当労働行為として禁じられ

ています（労組法第７条第２号）。 

 

２ 団体交渉の対象事項 

 交渉の対象となる事項は、賃金、労働時間、休日などの労働条件や労働者の利益

につながるあらゆる問題を含みます。ただし、政治問題や社会問題など使用者に決

定権のない事項は対象とはなりません。 

 

３ 団体交渉の進め方 

 団体交渉を円滑に進めるためには、交渉担当者、人数、交渉の日時、場所及び交

渉事項などを労使が良識にそって、あらかじめ決めておくことが大切です。 

 また、団体交渉を行っていく上で注意すべき点としては次のとおりです。 

① 交渉事項についての事実や資料を十分準備して交渉に臨み、予め自分達の主張

がどこまで主張できるか、ある程度の見通しや目安を設けることが大切でしょう。

法外な主張に固執することは逆効果となるケースが多いようです。 

② 交渉の参加人数は、労使の実情によって決めることで制限はありませんが、あ

まり多人数ではまとまりがつかないケースが多いようです。 

③ 交渉時間は、あまり長時間に及ぶと疲労だけが増して能率が上がりません。休

憩するなり、次回に持ち越すなり、冷静に進めることが必要です。 
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１ 団体交渉とは 
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① 交渉事項についての事実や資料を十分準備して交渉に臨み、予め自分達の主張
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１ 労働協約とは 

労働協約とは、労使が団体交渉によって取り決めた労働条件やその他の事項を書

面に作成し、両当事者が署名又は記名押印したものをいいます（労組法第14条）。 

 

２ 労働協約の内容 

労働協約の内容は、法令や公序良俗に反しない限り、労使が自由に取り決めるこ

とができます。 

 一般的には、①賃金、労働時間、休日、休暇などの労働条件、②昇進、解雇など

の人事の基準、③安全衛生、災害補償、福利厚生など、④組合活動、ショップ制、

団体交渉などがあります。 

※ ショップ制とは、労働組合の組合員資格と従業員資格との関係について定める
制度のことです。一般にクローズド・ショップ、ユニオン・ショップ、メンテナ
ンス・オブ・メンバーシップ、オープン・ショップの４つに区分されます。 

 

３ 労働協約の効力 

（（１１））平平和和義義務務  

   労働協約の有効期間中に、その協約に定められた事項の変更を要求して、争 

議行為を行うことは許されません。 

（（２２））規規範範的的効効力力  

労働協約で定められた労働条件やその他労働者の待遇に関する基準に違 

反する労働契約や就業規則は、違反する事項は無効となり、労働協約が優先し

ます（労基法第92条、労組法第16条）。  

（（３３））債債務務的的効効力力  

労働協約のうち団体交渉のルールなど使用者と労働組合との関係を規律 

した債務的部分については、一般の契約と同様に当事者間に債権債務の関係が

発生します。 

 

４ 労働協約の期間 

労働協約の有効期間の定めは３年を超えることはできず、３年を超える定めをし

たものについても３年とみなされます。ただし、有効期間が定めにより更新された

場合は、その都度締結されたものとみなされます。 
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また、期間の定めのないものを解約する場合は、少なくとも90日前に文書による

解約の予告が必要です（労組法第15条）。 

 

５ 労働協約の拡張適用 

労働協約の拡張適用として、一つの工場や事業場に常時使用される同種の労働者

の４分の３以上が、一つの労働協約の適用を受けるときは、残りの同種の労働者に

もその協約が適用されます（労組法第 17 条）。また、一つの地域の同種の労働者の

大部分が一つの労働協約の適用を受けている場合には、当事者の申立て等によって、

厚生労働大臣又は都道府県知事は、労働委員会の議決を経て、その地域の他の同種

の労働者及び使用者にもその協約の適用を受けることを決定できます（労組法第 18

条第１項）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 80 - 
 

また、期間の定めのないものを解約する場合は、少なくとも90日前に文書による

解約の予告が必要です（労組法第15条）。 

 

５ 労働協約の拡張適用 

労働協約の拡張適用として、一つの工場や事業場に常時使用される同種の労働者

の４分の３以上が、一つの労働協約の適用を受けるときは、残りの同種の労働者に

もその協約が適用されます（労組法第 17 条）。また、一つの地域の同種の労働者の

大部分が一つの労働協約の適用を受けている場合には、当事者の申立て等によって、

厚生労働大臣又は都道府県知事は、労働委員会の議決を経て、その地域の他の同種

の労働者及び使用者にもその協約の適用を受けることを決定できます（労組法第 18

条第１項）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 81 - 
 

 

１ 争議行為とは 

争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖、その他労働関係の当事者が、その

主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為のことで、業務

の正常な運営を阻害するものをいいます（労調法第７条）。 

 

２ 争議行為の形態 

（（１１））同同盟盟罷罷業業（（スストトラライイキキ））  

   労働組合の統一的意思に従って、集団で労働力の提供を拒否する行為をいい 

ます。これは、参加者の規模によって、全面スト、部分スト、指名ストとか、 

時間的範囲によって、無期限スト、時限スト、波状ストなどといわれています。 

（（２２））怠怠業業（（ササボボタターージジュュ、、ススロローーダダウウンン））  

   労働組合の統一的意思に従って、労務提供義務の一部不履行により生産能率、 

事務能率を低下させる行為をいいます。 

（（３３））作作業業所所閉閉鎖鎖（（ロロッッククアアウウトト）） 

   労働組合の行う争議行為に対抗して使用者が作業所を閉鎖して、労働者の提 

供する労務の受入れを拒否する行為をいいます。 

（（４４））そそのの他他のの争争議議  

      職場占拠、生産管理、ピケッティングなどさまざまな形態があります。  

    ※ ピケッティングとは、ストライキなどの実効を上げるための付随行為で
あり、組合員の争議からの脱落などを防ぐために出入口を見張る行為をい
います。 

 

３ 争議行為の正当性 

争議を行う権利は、憲法第28条で保障されていますが、無制限に認められている

ものではなく、争議行為はその目的、手続・方法が正当でなければなりません。 

（（１１）） 目目的的のの正正当当性性  

労働者の労働条件の維持改善やその他経済的な地位向上を目的として行わ 

れるものは何ら問題はありませんが、政府の政策や法律の制度に反対して行わ 

れる政治ストや他の労使間での争議を支援するための同情ストなど、当該労使 

間の団体交渉で解決できない事項を目的とするものは、正当な争議行為とはい 

えません。 
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（（２２））手手段段・・方方法法のの正正当当性性  

同盟罷業や怠業などについては、原則として、正当な行為として問題あり 

ませんが、いかなる場合でも暴力の行使は正当な行為とは認められません（労 

組法第１条第２項）。また、他人の身体や財産を侵害することも正当性を欠く 

ことになります。 

 

４ 争議行為の保護 

 正当な争議行為には、刑事上の免責、民事上の免責、不当労働行為の禁止の３つ

の面から保護が与えられています。 

（（１１）） 刑刑事事上上のの免免責責 

刑事上の免責とは、正当な争議行為や団体交渉は刑事上の処罰の対象になら

ないということです（労組法第１条第２項）。 

（（２２））民民事事上上のの免免責責 

使用者は、ストライキなどの正当な争議行為によって損害を受けても、労働

組合や組合員に対して、不法行為や債務不履行を理由として賠償を請求する

ことはできません（労組法第８条）。 

（（３３））不不当当労労働働行行為為にに対対すするる救救済済  

労働組合の正当な争議行為である限り、使用者はそれを理由に労働者を解雇

したり、不利益に取り扱うことはできません（労組法第７条第１号）。 

 

５ 公益事業の争議行為の予告通知 

 公益事業において、争議行為をしようとする労働組合又は使用者は、争議行為を

しようとする日の少なくとも10日前までに、都道府県労働委員会と知事宛てに文書

で通知しなければなりません（労調法第37条）。 

 また、その争議行為が２以上の都道府県にわたるか又は全国的に重要な問題に係

るものであるときは、中央労働委員会と厚生労働大臣宛てに通知しなければなり

ません（労調法第37条、同法施行令第10条の４）。なお、公益事業とは次のような事業

であって、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいいます（労調法第８条）。 

① 運輸事業 

② 郵便、信書便又は電気通信の事業 

③ 水道、電気又はガス供給の事業 

④ 医療又は公衆衛生の事業 
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６ 争議行為の届出義務 

争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道

府県知事に届け出ることとなっています（労調法第９条）。 

届出義務を負うものは、当該争議行為を行った当事者であって、労働組合が行っ

たときはその労働組合、使用者が行ったときはその使用者です。 

 

７ 労働争議の解決方法 

 労使紛争は労使間で誠意をもって、自主的に解決するように努力しなければなり

ません（労調法第２条）が、当事者だけでは解決が困難な場合もありますので、行

政機関である労働委員会が紛争の調整に当たる制度があります。 

（（１１））ああっっせせんん  

労働委員会の指名するあっせん員が労使の間に入って両者の主張を公正な

立場で調整し、自主解決を援助するものです。 

（（２２））調調停停  

公・労・使の三者委員で構成する調停委員会が、両者の主張を聴いて調停案

を作成し、両当事者に受諾を勧告して解決を図ろうとするものです。 

（（３３））仲仲裁裁  

公益委員又は特別調整委員の中から指名された者で構成する仲裁委員会が

争議の実情を調査し、仲裁裁定を出して解決する方法で、両当事者は必ずこれ

に従わなければならず、その効力は労働協約と同一です。 
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 １ 不当労働行為の態様 

使用者の次のような行為を不当労働行為として禁じています（労組法第７条）。 

７条 禁止されている使用者の行為（不当労働行為） 

１号 

不 利 益 

取 扱 い 

労働者が １．労働組合の組合員であること 

２．労働組合に加入しようとしたこと 

３．労働組合を結成しようとしたこと 

４．労働組合の正当な行為をしたこと 

を理由に、解雇したり、その他不利益な取扱いをすること 

黄犬契約 

労働者が 

１．労働組合に加入しないこと 

２．労働組合から脱退すること 

を雇用条件とすること 

２号 団体交渉拒否 使用者が、雇用している労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むこと 

３号 

支配介入 

労働者が 

１．労働組合を結成すること 

２．労働組合を運営すること 

を支配したり、これに介入すること 

経費援助 

使用者が、 

労働組合の運営経費について経理上の援助を与えること  

ただし 

１．労働者が労働時間中に使用者と協議し交渉した場合、賃金を支給すること 

２．厚生資金又は福利その他の基金に対する使用者の寄付 

３．最小限の広さの事務所を組合に提供すること 

は、経理上の援助とみなされません。 

４号 

報 復 的 

不 利 益 

取 扱 い 

労働者が労働委員会に対して 

１．不当労働行為の申立てをしたこと 

２．再審査の申立てをしたこと 

３．不当労働行為の調査、審問や労働争議の調整の場合に証拠を提出したり、

発言したこと 

を理由に、解雇したり、その他不利益な取扱いをすること 
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２．再審査の申立てをしたこと 

３．不当労働行為の調査、審問や労働争議の調整の場合に証拠を提出したり、

発言したこと 

を理由に、解雇したり、その他不利益な取扱いをすること 

 

 

 

 

 

 

 

不 当 労 働 行 為 について 
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２ 不当労働行為の救済 

不当労働行為が行われた場合、労働者又は労働組合は労働委員会に不当労働行為

の救済を申し立てることができます。この場合、不当労働行為のあった日から１年

以内に申し立てることが必要です（労組法第 27 条第２項）。 

 労働委員会は申立てがあると、審査を行い、不当労働行為と認められる場合は救

済命令を出し、不当労働行為が認められない場合は申立てを退ける命令を出します。 

 この命令に不服な当事者は、中央労働委員会への再審査の申立てや裁判所への取

消訴訟を提起することができます。 
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第６章 各種相談窓口 
 
 
 
 
 

このフロアでは、労働・就業に関する情報提供・相談等を実施し、働いている人、これ

から働く人及び企業の労務管理担当者などの皆様へ幅広い支援を行っています。 

●産業労働情報コーナー （TEL 052-485-7153） 

就職活動支援、人事労務管理や企業経営など、産業、労働に関する情報提供、雑誌、書籍、ＤＶ

Ｄなどの閲覧・貸出を行っています。 

●職業適性相談コーナー  TEL 052-485-7155（個人） 

             TEL 052-485-7157（企業・学校）、FAX 052-583-0585 

職業適性検査を活用した仕事に関する相談やセミナーの開催などの情報提供、面接練習などを行

っています。また企業向けの雇用管理相談や学校向けのキャリア教育支援なども実施しています。 

●労働相談コーナー （TEL 052-589-1405） 

労働問題全般にわたる相談を労使双方に行っています。専門的な労働相談については、特別労働

相談員（弁護士、大学教授）が対応します〈事前予約制〉。 

●就労支援コーナー （職業相談・紹介         TEL 052-533-0890） 

          （就労支援セミナー        TEL 052-485-7156） 

（在宅就業（内職）相談・あっせん TEL 052-562-5016） 

求人検索用パソコンを設置し、仕事を探している方などに対して職業紹介や職業相談を行ってい

ます。また、在宅就業（内職）の相談やあっせん、就労支援セミナーを行っています。 

◆所 在 地◆ 

〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）17階 

◆利用時間◆ 

平 日：午前９時30分から午後６時まで 土曜日：午前10時から午後５時まで 

ただし、日曜・祝日（振替休日を含む）・年末年始（12月29日～１月３日）はお休みです。 

◆ホームページ◆ 

http://rodoshien-aichi.jp 
 
 
 
 
 
 

結婚や育児等で離職し、再就職を考えている女性への支援を行っています。相談・カウ

ンセリング（予約制）やワークショップ、職場実習などを実施しています。 

（TEL・FAX 052-485-6996） 

◆所在地と利用時間◆ 

所在地、利用時間ともにあいち労働総合支援フロアと同じです。 

◆ホームページ◆ 

https://famifure.pref.aichi.jp/womens-support/ 

あいち労 働 総 合 支 援 フ ロ ア 

あいち子育て女性再就職サポートセンター 



- 86 - 
 

第６章 各種相談窓口 
 
 
 
 
 

このフロアでは、労働・就業に関する情報提供・相談等を実施し、働いている人、これ

から働く人及び企業の労務管理担当者などの皆様へ幅広い支援を行っています。 

●産業労働情報コーナー （TEL 052-485-7153） 

就職活動支援、人事労務管理や企業経営など、産業、労働に関する情報提供、雑誌、書籍、ＤＶ

Ｄなどの閲覧・貸出を行っています。 

●職業適性相談コーナー  TEL 052-485-7155（個人） 

             TEL 052-485-7157（企業・学校）、FAX 052-583-0585 

職業適性検査を活用した仕事に関する相談やセミナーの開催などの情報提供、面接練習などを行

っています。また企業向けの雇用管理相談や学校向けのキャリア教育支援なども実施しています。 

●労働相談コーナー （TEL 052-589-1405） 

労働問題全般にわたる相談を労使双方に行っています。専門的な労働相談については、特別労働

相談員（弁護士、大学教授）が対応します〈事前予約制〉。 

●就労支援コーナー （職業相談・紹介         TEL 052-533-0890） 

          （就労支援セミナー        TEL 052-485-7156） 

（在宅就業（内職）相談・あっせん TEL 052-562-5016） 

求人検索用パソコンを設置し、仕事を探している方などに対して職業紹介や職業相談を行ってい

ます。また、在宅就業（内職）の相談やあっせん、就労支援セミナーを行っています。 

◆所 在 地◆ 

〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）17階 

◆利用時間◆ 

平 日：午前９時30分から午後６時まで 土曜日：午前10時から午後５時まで 

ただし、日曜・祝日（振替休日を含む）・年末年始（12月29日～１月３日）はお休みです。 

◆ホームページ◆ 

http://rodoshien-aichi.jp 
 
 
 
 
 
 

結婚や育児等で離職し、再就職を考えている女性への支援を行っています。相談・カウ

ンセリング（予約制）やワークショップ、職場実習などを実施しています。 

（TEL・FAX 052-485-6996） 

◆所在地と利用時間◆ 

所在地、利用時間ともにあいち労働総合支援フロアと同じです。 

◆ホームページ◆ 

https://famifure.pref.aichi.jp/womens-support/ 

あいち労 働 総 合 支 援 フ ロ ア 

あいち子育て女性再就職サポートセンター 
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解雇、賃金、労働時間、就業規則など労働問題全般にわたり、専門の相談員や職員が公平、

中立の立場で相談に当たります。 
 

名  称 所 在 地 電話番号・FAX 管 轄 区 域 

労働福祉課分室 

〈労働相談コーナー〉 

〒450-0002 

名古屋市中村区名駅4-4-38 

愛知県産業労働センター 

（ウインクあいち）17階 

あいち労働総合支援ﾌﾛｱ内 

 

TEL 052-589-1405 

FAX 052-563-7400 

 

名古屋市 

東三河総局企画調整部 

産業労働課 
〒440-8515 

豊橋市八町通5-4 

TEL 0532-55-6010 

FAX 0532-54-7239 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、 

田原市 

 

新城設楽振興事務所 

山村振興課 

（産業労働グループ） 

〒441-1365 

新城市字石名号20-1 

TEL 0536-23-6104 

FAX 0536-23-6950 

新城市、北設楽郡 

尾張県民事務所 

産業労働課 

〒460-8512 

名古屋市中区三の丸2-6-1 

TEL 052-961-8070 

FAX 052-951-5680 

瀬戸市、春日井市、小牧市、 

尾張旭市、豊明市、日進市、 

清須市、北名古屋市、長久

手市、愛知郡、西春日井郡、

一宮市、犬山市、江南市、

稲沢市、岩倉市、丹羽郡 

海部県民事務所 

産業労働課 
〒496-8531 

津島市西柳原町1-14 

TEL 0567-24-6104 

FAX 0567-26-4040 

津島市、愛西市、弥富市、

あま市、海部郡 

知多県民事務所 

産業労働課 
〒475-8501 

半田市出口町1-36 

TEL 0569-22-4300 

FAX 0569-26-4529 

半田市、常滑市、東海市、

大府市、知多市、知多郡 

西三河県民事務所 

産業労働課 

〒444-8551 

岡崎市明大寺本町1-4 

TEL 0564-26-6100 

FAX 0564-23-4653 

岡崎市、碧南市、刈谷市、 

安城市、西尾市、知立市、 

高浜市、額田郡 

 
豊田庁舎 

豊田加茂産業労働・ 

山村振興グループ 

〒471-8503 

豊田市元城町4-45 

TEL 0565-32-6119 

FAX 0565-32-6470 

豊田市、みよし市 

 

 

 
 

愛知労働局（公共職業安定所及び労働基準監督署含む）の窓口については、以下のホーム

ページをご覧ください。 

  https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/roudoukyoku/sosikizu.html 

愛 知 県 労 働 相 談 窓 口 

愛 知 労 働 局 

※令和６年４月以降の労働相談は労働福祉課分室（労働相談コーナー）をご利用ください。 
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